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はじめに 

平成２７年に子ども・子育て支援新制度がスタートして、１０年が経過しました。１０年間、わが国をあげて

待機児童問題に取り組んだこともあり、全国の待機児童は制度開始前の約１０分の１ほどになっています。 

その一方で、本市の待機児童（国基準）は令和２年をピークとして、小規模保育の充実等の施策により

減少傾向にあるものの、まだ完全な解消には至っていません。本市は京阪神・中京方面双方へのアクセス

がよく、また多くの企業が拠点を置いているため、若者の転入が多く、保育需要が増加傾向にあることか

ら、今後も保育ニーズへの対応を検討しなければならない状況です。 

子どもを取り巻く社会の状況も大きく変わっています。共働き世帯の増加、地域のつながりの希薄化に

加え、新型コロナウイルス感染症の流行により、様々な場面における人と人の接する機会が大きく減少し

ました。子育ての負担感・孤立感の増大しやすい状況になっており、児童虐待が発生するリスクが高まっ

ています。 

本市は要保護児童対策地域協議会等により、多職種による情報共有・ケース検討を行うとともに、市民

への啓発活動を行うことで、児童虐待の未然防止・早期対応に努めてきました。アフターコロナの社会に

移行し、様々な取組みが復旧を目指して進められていますが、時間のかかるものもあると考えられ、地域

とともに取り組んでいく必要があります。 

そのような状況の中、第二期計画の改定時期を迎え、変化する社会情勢や本市の実情を反映し、「第

三期野洲市子ども・子育て支援事業計画（計画期間：令和７年度～令和１１年度）」を策定しました。 

これまでの基本的な考え方を引き継ぐものの、本市においても進行する少子化に対応するため、子ど

も・子育て家庭の多様化するニーズに対応しつつ、子どもたちが健やかに育ち、安心して子育てできる環

境づくりを進め、質の高い教育・保育の提供、待機児童の解消、子育て支援の充実等を図ってまいります。

市民の皆さまをはじめ子育てにかかわる関係者の一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

最後に、本計画の策定にあたりまして、ご尽力いただきました野洲市子育て支援会議の委員の皆様を

はじめ、ヒアリング調査やアンケート調査にご協力をいただきました皆様に心からお礼申し上げます。 

 

 令和７年３月 

野洲市長  櫻本 直樹 
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第１章 計画の策定にあたって 

 

第１節 計画策定の背景と趣旨 

わが国の人口減少・少子高齢化は、歯止めがかかることなく進行しています。合計特殊出生

率（一人の女性が 15歳から４９歳までに産む子どもの数の平均）は、平成 27年の 1.45から毎

年減少の一途をたどっており、令和４年には平成１７年以来の低水準の 1.26、出生数は８０万人

を割り込み、過去最低の水準となっています。 

令和２年から世界的に流行した新型コロナウイルス感染症により、出生行動に抑制がかかった

と考えられるものの、合計特殊出生率はそれ以前から一貫した減少傾向にあり、今後増加に転

じるか不透明な状況です。 

 

わが国の出生数及び合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：人口動態調査 

 

少子化に対して、これまでわが国は様々な施策に取り組んできました。 

平成１５年７月に少子化対策の強化の一環として、次代を担う子どもの健全な育成を支援する

ための次世代育成支援対策推進法が制定され、全国の市区町村は、次世代育成支援に係る目

標を定めた行動計画を策定・実施しました。 

平成２４年８月には、子ども・子育て支援法が制定され、全国の市区町村は「市町村子ども・子

育て支援事業計画」を策定し、幼児期における質の高い学校教育・保育の総合的な提供や、保

育の量的拡大及び質の確保、地域における子ども・子育て支援の充実等を図りました。その結果

のひとつとして、平成２５年には全国で22,741人だった待機児童が、令和５年には 2,680人ま

で減少しています。 
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本市では、平成１７年に策定した「野洲市次世代育成支援行動計画」の主要事業を継承した

「野洲市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、就学前の教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の提供体制の確保を図ってきました。 

このたび、「第二期野洲市子ども・子育て支援事業計画」の計画期間が令和６年度で終了する

ため、近年の制度改正や社会動向、本市の実情を踏まえ、「第三期野洲市子ども・子育て支援事

業計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 

 

第２節 計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画として

位置づけられ、国の「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」に即して策定を行います。また、

次世代育成支援対策推進法に基づく次世代育成支援行動計画を包含した計画として策定を行

います。 

さらに、平成２８年度に定めた「野洲市乳幼児保育振興計画」も、本計画に包含し、幼児教育・

保育の質の維持・向上について一体的な施策推進を図ります。 

なお、本計画は「野洲市総合計画」を上位計画としつつ、福祉分野の基本計画である｢野洲市

地域福祉計画｣や、他の福祉・健康分野等の関連計画における施策との調和を図りながら推進

するものです。 

上位・関連計画との関係 
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第３節 計画期間 

第三期計画の期間は、子ども・子育て支援法第 61条に基づき、令和７年度から令和１１年度ま

での５か年とします。 

ただし、計画期間の中間年度を目安として、支給認定量の変動や情勢の変化を考慮し、必要

に応じて計画の見直しを行います。 
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第２章 野洲市の子育てを取り巻く現状 

 

第１節 統計資料から見る現状 

1 人口・世帯 

（１）総人口及び年齢３区分別人口 

本市の総人口は、令和２年に 50,513人となっており、おおむね増加傾向にあります。 

年齢３区分別で見ると、令和２年に１５歳未満の年少人口は 7,139人、年少人口比率は

14.1％となっており、平成２２年に人口は一端増加に転じたものの、平成２７年以降は人

口・比率ともに減少に転じています。 

一方、令和２年に 65歳以上人口は 13,189人、高齢化率は26.1％となっており、高齢

化が進行しています。 

 

総人口及び年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（各年 10月１日） 

  



5 

1,552 1,518 1,520 1,329 1,258 

1,518 1,561 1,497 
1,507 1,442 

1,469 1,536 1,513 
1,473 

1,413 

1,432 1,456 1,538 
1,486 

1,514 

5,971 6,071 6,068 
5,795 

5,627 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

９～１１歳児

６～８歳児

３～５歳児

０～２歳児

(人)

（２）就学前及び小学生（０～11歳）人口 

本市の０～11 歳人口は、令和２年に 5,627 人となっており、平成 17 年をピークとして

減少傾向になっています。 

就学前及び小学生（0～11歳）人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（各年 10月１日） 

 

（３）世帯数等 

本市の世帯数は、令和２年に 19,659 世帯となっており、増加傾向にある一方、一世帯

当たり人員は減少傾向が続いており、世帯規模の縮小が進行しています。 

世帯数等の推移 

 

出典：国勢調査（各年 10月１日） 
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２ 人口動態 

（１）出生数 

本市の出生数は、令和５年に３５８人となっており、年によって増減はあるものの、おおむ

ね減少傾向となっています。 

出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：滋賀県「毎月人口推計調査 年報」  

（２）合計特殊出生率 

本市の合計特殊出生率は、平成３０年から令和２年にかけて、国・県よりも高くなってい

ますが、令和３年には国と同水準、令和４年には県と同水準となっています。 

合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:全国は厚生労働省「人口動態統計」 

滋賀県、野洲市は南部健康福祉事務所（草津保健所）事業年報  
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３ 就業状況 

（１）女性の就業率 

本市の女性の就業率を平成２２年と令和２年で比較すると、全年代において就業率が

増加しています。30～４０歳代で就業率が落ち込む、いわゆる「Ｍ字カーブ」は平成２２年

よりも少なくなっています。また、令和２年は、２０歳代以下においては国・県よりも就業率

が高く、３０歳代においては国・県よりも就業率が低くなっています。 

女性の就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

（２）夫婦の就労状況 

１８歳未満の子どもと夫婦のいる世帯のうち、共働き世帯と専業主婦世帯の数をみると、

共働き世帯がおおむね増加傾向にあるのに対し、専業主婦世帯は顕著な減少傾向にあり

ます。 

共働き世帯と専業主婦世帯の推移 

 

出典：国勢調査（各年 10月１日） 

※ひとり親世帯、夫が非就業の世帯は含まない。 
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第２節 ニーズ調査結果から見る現状 

就学前児童の保育ニーズや、市の子育て支援への要望等を調査するために、野洲市子ども・

子育て支援に関するアンケート（下記「ニーズ調査の概要」のとおり）を実施しました。 

本節では、この結果から、子ども・子育て環境に係る内容をまとめ、掲載しました。 

 

◆ ニーズ調査の概要 
⚫ 調査地域：市全域 

⚫ 調査対象者：市内在住の就学前の児童を養育する保護者 

市内在住の小学校の児童を養育する保護者 

⚫ 調査基準日：令和５年１１月１７日 

⚫ 調査期間：令和５年１２月７日～令和５年１２月２７日 

⚫ 調査方法：郵送による配布、回収（WEBからの回答も可能とした。） 

⚫ 調査の回収状況： 

種別 配布数 有効回収数 有効回収率 
＜参考＞ 

前回の有効回収率 

就学前児童保護者 1,000 
４５０ 

郵送回収分２２５ 

WEB回答分 225 

45.０% 

郵送回収分２２.５% 

WEB回答分 22.5% 

49.3% 

小学校児童保護者 1,000 
４８２ 

郵送回収分 249 

WEB回答分 233 

48.２％ 

郵送回収分 24.9% 

WEB回答分 23.3% 

46.4% 
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１ 就労環境の変化 

（１）母親の就業率 

【就学前児童保護者】 

就学前児童保護者においては、前回調査（第二期計画策定時のアンケート調査）と比較

して「フルタイム」の割合が増加しており、「現在は就労していない」割合が減少しています。

全体として、子育てをしながらフルタイム就労をする母親が増加しており、両親ともフルタイ

ム就労の共働き世帯が増加していることがうかがえます。 

 

【小学生保護者】 

小学生保護者においても、就学前児童保護者と同様に、「フルタイム」の割合に増加がみ

られます。 
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（２）育児休業取得状況 

【母親】 

母親においては、前回調査と比較して「取得した（取得中である）」割合が増加しているほ

か、「働いていなかった」割合が減少しています。母親の就労が増加するに伴い、育休取得

率が増加していることがうかがえます。 

 

 

【父親】 

父親においても、前回調査と比較して「取得した（取得中である）」割合が増加していま

す。父親の育休取得が以前よりも定着してきていることがうかがえます。 

 

  

29.1

40.2

4.9

3.9

57.7

45.8

7.4

8.1

0.9 

2.0 

0 20 40 60 80 100

今回調査

（n=450）

前回調査

（n=493）

働いていなかった 職場に育児休業制度がない 取得した(取得中である)

取得していない 無回答

(%)(%)

0.5

0.6

7.9

7.7

22.5

6.7

66.9 

73.0 

2.3 

12.0 

0 20 40 60 80 100

今回調査

（n=482）

前回調査

（n=464）

働いていなかった 職場に育児休業制度がない 取得した(取得中である)

取得していない 無回答

(%)

１１．９％増加 

15.8％増加 
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２ 経済的な負担感 

（１）日頃の悩み・不安 

【就学前児童保護者】 

日頃の悩み・不安として、「出産・育児にお金がかかりすぎる」を選択した割合が最も高く

なっています。前回調査と比較すると「出産・育児にお金がかかりすぎる」の割合が増加して

いる一方、「子どもが思うようにならないとき、イライラする」の割合が減少しています。 

子育ての負担感よりも、経済的な負担感のほうが大きくなっていることがうかがえます。 

 

13.3 

7.8 

33.8 

45.8 

7.1 

7.1 

16.9 

35.8 

22.9 

10.0 

6.4 

26.7 

38.4 

10.0 

16.0 

35.1 

23.8 

6.0 

3.1 

5.3 

13.0 

7.3 

28.2 

27.8 

3.2 

5.9 

11.2 

30.0 

14.6 

10.3 

5.5 

28.6 

46.7 

9.3 

17.6 

35.3 

22.3 

10.1 

5.5 

2.2 

0 20 40 60

子どもの育て方、接し方がわからない

家族の協力が得られない

仕事と子育ての両立が難しい

出産・育児にお金がかかりすぎる

不安や悩みを相談する相手がいない

子育ての大変さを、周囲の人にわかってもらえない

保育サービスが十分にない

小さな子どもにとって、安全な遊び場が少ない

子どもが病気の時、預かってくれるところがない

子どもを通じてのつきあいがわずらわしい

子育ての仲間がいない

子育てによる心身の疲れを感じる

子どもが思うようにならないとき、イライラする

子育てに追われ、社会から孤立しているように感じる

同じ年齢の子どもと比較すると発育・発達状況が心配

自分の時間が取れず、自由がない

小学校に進学するにあたって

集団生活や授業に対応できるかどうか不安

特にない

その他

無回答

今回調査

（n=450）

前回調査

（n=493）

(%)

18.0％増加 

8.3％減少 
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【小学生保護者】 

日頃の悩み・不安として、「子どもにとって、安全な遊び場が少ない」を選択した割合が前

回調査から高い水準で横ばいとなっています。 

また、前回調査と比較すると「出産・育児にお金がかかりすぎる」の割合が増加しており、

就学前児童保護者と同様に、経済的な負担感が大きくなっていることがうかがえます。 

 

  

9.1 

4.6 

28.6 

35.9 

4.1 

6.0 

9.8 

40.7 

14.9 

12.4 

2.9 

18.0 

37.6 

5.2 

13.7 

23.2 

21.4 

7.1 

15.1 

5.0 

2.5 

11.0 

5.8 

26.1 

27.6 

5.0 

5.0 

8.0 

40.5 

12.9 

15.1 

3.7 

18.3 

41.8 

6.0 

15.5 

23.1 

24.8 

5.8 

11.4 

4.3 

2.2 

0 20 40 60

子どもの育て方、接し方がわからない

家族の協力が得られない

仕事と子育ての両立が難しい

出産・育児にお金がかかりすぎる

不安や悩みを相談する相手がいない

子育ての大変さを、周囲の人にわかってもらえない

子育て支援の施設が十分にない

子どもにとって、安全な遊び場が少ない

子どもが病気の時、預かってくれるところがない

子どもを通じてのつきあいがわずらわしい

子育ての仲間がいない

子育てによる心身の疲れを感じる

子どもが思うようにならないとき、イライラする

子育てに追われ、社会から孤立しているように感じる

同じ年齢の子どもと比較すると発育・発達状況が心配

自分の時間が取れず、自由がない

子どもとの時間が十分にとれない

子どもが集団生活や授業になじめない

特にない

その他

無回答

今回調査

（n=482）

前回調査

（n=464）

(%)

8.3％増加 
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（２）妊娠期から出産期の支援に望むもの  ※就学前児童保護者のみの設問 

妊娠期から出産期の支援として、「経済的支援の充実」の割合が最も高く、また前回調査

と比較して割合が大きく増加しており、物価高騰の家計への影響がうかがえます。次いで

「妊娠中に気軽に健康相談できる窓口があること」の割合が増加しています。 

 

（３）暮らし向き（経済状況） 

就学前児童保護者・小学生保護者ともに、経済的に苦しい割合（「やや苦しい」と「とても

苦しい」の合計）が約３割となっています。 

 

 

42.2 

32.4 

31.6 

31.3 

66.9 

6.4 

3.3 

4.9 

35.1 

31.8 

32.5 

27.6 

55.0 

11.0 

5.3 

3.2 

0 20 40 60 80

妊娠中に気軽に健康相談できる窓口があること

妊娠中の健康管理に関する情報提供が得られること

妊婦同士の交流機会があること

親となる心がまえや子どもとの関わり方などに関する学習

機会があること

経済的支援の充実

特に望むことはない

その他

無回答

今回調査

（n=450）

前回調査

（n=493）

(%)

1.3

3.7

12.2

10.2

53.8

53.7

26.0

23.2

6.2 

8.3 

0.4 

0.8 

0 20 40 60 80 100

就学前児童保護者

(n=450)

小学生保護者

（n=482）

とてもゆとりがある ややゆとりがある ふつう やや苦しい とても苦しい 無回答

(%)

11.9％増加 

経済的に苦しい 
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5.8

15.8

37.1

47.5

25.1

18.3

16.4

4.7

14.9 

11.8 

0.7 

2.0 

0 20 40 60 80 100

今回調査

（n=450）

前回調査

（n=493）

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そうは思わない

わからない 無回答

(%)

6.6 

14.0 

42.7 

47.6 

22.8 

20.7 

16.0 

7.3 

10.8 

8.6 

1.0 

1.7 

0 20 40 60 80 100

今回調査

（n=482）

前回調査

（n=464）

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そうは思わない

わからない 無回答

(%)

３ 子育て環境への評価 

（１）子育てしやすいまちと思うか 

【就学前児童保護者】 

子育てをしやすいまちだと思う割合（「そう思う」と「どちらかというとそう思う」の合計）

は、約４割となっています。前回調査と比較すると、子育てをしやすいまちだと思う割合は減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生保護者】 

子育てをしやすいまちだと思う割合は、約５割となっています。就学前児童保護者より割

合は高いものの、前回調査と比較すると、子育てをしやすいまちだと思う割合は減少してい

ます。 

 

  

20.4％減少 

12.3％減少 
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5.8

7.3

3.4

37.1

39.4

26.2

25.1

24.0

30.3

16.4 

12.2 

26.9 

14.9 

16.7 

12.4 

0.7

0.3

0.7

0 20 40 60 80 100

全体(n=450)

ふつう以上(n=287)

やや＋とても苦しい

(n=145)

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そうは思わない

わからない 無回答

(%)

6.6

8.4

3.3

42.7

44.5

38.2

22.8 

22.4 

25.0 

16.0 

12.5 

24.3 

10.8

12.1

8.6

1.0

0.7

0 20 40 60 80 100

全体(n=482)

ふつう以上(n=321)

やや＋とても苦しい

(n=152)

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そうは思わない

わからない 無回答

(%)

（２）子育てしやすいまちと思うか（経済状況別） 

【就学前児童保護者】 

前述の結果を経済状況別にみると、経済的に苦しい人のほうがふつう以上の人より、子

育てをしやすいと思わない割合が高くなっています。子育てをしやすいまちだと思う割合の

減少には、物価高騰等を背景とした経済状況の変化も大きな要因となっていることがうか

がえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生保護者】 

小学生保護者においても、就学前児童保護者と同様の傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

  

17.1％の差 

11.4％の差 
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（３）子育てしやすいと思う理由 

【就学前児童保護者】 

前述の設問で子育てしやすいと思うと回答した理由として、「子育て支援センターが充実

している」の割合が最も高くなっています。また、前回調査と比較すると、「医療費助成制度

が充実している」の割合が増加しています。 

 

 

【小学生保護者】 

前述の設問で子育てしやすいと回答した理由として、「医療費助成制度が充実している」

の割合が最も高くなっています。 

前回調査と比較すると、「医療費助成制度が充実している」の割合が増加している一方、

「就学前児童への保育が充実している」の割合は減少しています。 

 

  

6.2 

46.9 

25.4 

28.2 

10.7 

26.6 

10.7 

13.8 

43.9 

25.6 

29.5 

4.8 

14.4 

12.2 

0 20 40 60

広報誌やホームページの子育て情報の内容がいい

子育て支援センターが充実している

就学前児童への保育が充実している

体調の悪い子どもを預けられる施設がある

障がいのある子どもとその家庭への支援が充実している

医療費助成制度が充実している

遊び場が充実している

今回調査

（n=177）

前回調査

（n=312）

(%)

8.5

31.2

18.8

21.8

34.6

38.5

6.8

13.3

33.6

31.1

19.6

39.2

10.5

9.1

0 20 40 60

広報誌やホームページの子育て情報の内容がいい

子育て支援センターが充実している

就学前児童への保育が充実している

体調の悪い子どもを預けられる施設がある

学童保育が充実している

医療費助成制度が充実している

遊び場が充実している

今回調査

（n=234）

前回調査

（n=286）

(%)

12.2％増加 

28.0％増加 
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（４）子育てしやすいと思わない理由 

【就学前児童保護者】 

前述の設問で子育てしやすいと思わないと回答した理由として、「遊び場が充実していな

い」の割合が最も高くなっています。 

前回調査と比較すると、「子育て情報が少ない」、「就学前児童への保育が充実していな

い」、「体調の悪い子どもを預けられる施設がない」の割合が増加しています。一方で、「医

療費助成制度が充実していない」、「幼稚園・こども園・保育園（所）が預かってくれる時間が

短い」の割合は減少しています。 

共働き世帯が増加していることから、子育てと仕事の両立に課題を感じている世帯が増

加していることがうかがえます。その一方で、近年の医療費助成制度の拡充や、施設の延

長保育・預かり保育の内容は評価されていると考えられます。 

 

 

  

28.3 

18.2 

10.7 

29.4 

21.9 

24.1 

4.3 

4.8 

2.7 

10.2 

18.2 

32.1 

61.5 

15.5 

25.1 

1.6 

18.6 

19.5 

3.5 

15.0 

29.2 

8.0 

6.2 

1.8 

0.9 

8.0 

16.8 

59.3 

55.8 

19.5 

23.0 

0.0 

0 20 40 60 80

子育て情報が少ない

子育て支援センターが充実していない

子育てボランティアなど、子育てを支援してくれる人がいない

就学前児童への保育が充実していない

幼稚園・こども園・保育園（所）が預かってくれる時間が短い

体調の悪い子どもを預けられる施設がない

障がいのある子どもとその家庭への支援が充実していない

子育ての悩みを相談できる機関がない

不登校やいじめについて相談できる機関がな

学童保育が充実していない

育児をしながら働ける環境ではない

医療費助成制度が充実していない

遊び場が充実していない

子どもの安全への十分な配慮がない

その他

無回答

今回調査

（n=187）

前回調査

（n=113）

(%)

9.7％増加 

14.4％増加 

16.1％増加 

7.3％減少 

27.2％減少 

不登校やいじめについて相談できる機関がない 
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【小学生保護者】 

就学前児童保護者と同様に「遊び場が充実していない」の割合が最も高くなっています。 

前回調査と比較すると、「体調の悪い子どもを預けられる施設がない」の割合が増加して

います。一方で、「医療費助成制度が充実していない」の割合は減少しています。 

就学前児童保護者と同様に、共働き世帯が増加していることから、子どもが病気・ケガの

ときの対応の負担感が高くなっていることがうかがえます。その一方で、近年の医療費助成

制度の拡充は評価されていると考えられます。 

 

 

 

 

 

19.3 

13.9 

9.1 

9.6 

13.4 

19.8 

8.6 

5.3 

7.5 

10.2 

13.9 

40.1 

57.2 

22.5 

19.8 

4.8 

15.4 

15.4 

6.2 

11.5 

14.6 

9.2 

6.2 

8.5 

4.6 

9.2 

13.8 

79.2 

58.5 

23.1 

13.1 

0.0 

0 20 40 60 80 100

子育て情報が少ない

子育て支援センターが充実していない

子育てボランティアなど、子育てを支援してくれる人がいない

就学前児童への保育が充実していない

幼稚園・こども園・保育園（所）が預かってくれる時間が短い

体調の悪い子どもを預けられる施設がない

障がいのある子どもとその家庭への支援が充実していない

子育ての悩みを相談できる機関がない

不登校やいじめについて相談できる機関がな

学童保育が充実していない

育児をしながら働ける環境ではない

医療費助成制度が充実していない

遊び場が充実していない

子どもの安全への十分な配慮がない

その他

無回答

今回調査

（n=187）

前回調査

（n=130）

(%)

10.6％増加 

39.1％減少 

不登校やいじめについて相談できる機関がない 
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第３節 第二期計画の総括 

１ 幼児教育・保育の状況 

第二期計画は、１号認定及び２号認定（幼稚園等希望）については 1,245人の定員を維持

しており、毎年の申込者数に対して、十分な定員を確保しました。 

２号認定（保育所等希望）及び３号認定の計では、小規模保育事業の整備により定員の拡

大を図っており、令和６年度には 1,164人（４月１日時点の入所園児数）を受け入れることが

できました。 

その結果、令和２年度には５２人であった待機児童数は、令和６年度には１０人まで減少して

います。しかし共働き世帯は増加傾向にあり、保育需要は今後増加する可能性があります。必

要な人が事業を利用できるよう、今後とも必要な定員確保を図る必要があります。 

 

第二期計画期間の量の見込みと確保の内容、実績 

（単位：人） 

認定区分 
第二期計画期間 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①１号認定 
量の見込み 639 598 564 544 531 

実績 538 471 450 392 332 

②２号認定 

（幼稚園等希望） 

量の見込み 134 127 122 119 118 

実績 221 251 244 242 232 

幼稚園 

計（①+②） 

量の見込み 773 725 686 663 649 

確保の内容 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 

実績 759 722 ６９２ 634 564 

③２号認定 

（保育所等希望） 

量の見込み 684 674 667 671 685 

実績 665 643 614 645 674 

④３号認定 

（０歳） 

量の見込み 61 66 70 75 78 

実績 48 42 52 45 52 

⑤３号認定 

（１・２歳） 

量の見込み 450 482 479 497 514 

実績 399 425 424 424 432 

保育所等 

計（③+④+⑤） 

量の見込み 1,195  1,222  1,216  1,243  1,277  

確保の内容 1,110 1,110 1,148 1,167 1,186 

実績 1,112 1,110 1,090 1,114 1,158 

待機児童 実績 52 40 9 10 10 

※確保の内容は、実際に確保できた定員数です。 

【認定区分】 

①１号認定は、子どもが３歳以上の専業主婦（夫）家庭、就労時間が短い家庭で、幼稚園及び認定こども園

を希望 

②２号認定（幼稚園等希望）は、子どもが３歳以上の共働き家庭等で、幼稚園及び預かり保育を希望 

③２号認定（保育所等希望）は、子どもが３歳以上の共働き家庭等で、保育所等を希望 

④３号認定（０歳）は、子どもが０歳の共働き家庭等で、保育所等を希望 

⑤３号認定（１・２歳）は、子どもが１・２歳の共働き家庭等で、保育所等を希望 
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２ 地域子ども・子育て支援事業の状況 

主な事業の状況としては、利用者支援事業は現在、基本型１か所を子育て支援センターに、

母子保健型１か所を健康推進課に設置しており、第二期計画の確保の内容のとおりとなって

います。 

また、地域子育て支援拠点事業は、子育て支援センターを３か所設置しており、年間延利用

の実績は、各年度すべて確保の内容の範囲内で推移しました。 

 

第二期計画期間の量の見込みと確保の内容、実績 

区分 
第二期計画期間 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

1.利用者支援事業 

（野洲市妊産婦支援事業など） 

＜実施か所数／か所＞ 

量の見込み ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 

確保の内容 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 

実績 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所  

2.地域子育て支援拠点事業 

（子育て支援センター事業） 

＜年間延利用／人日＞ 

量の見込み 
33,083

人日 

33,108

人日 

31,627

人日 

31,150

人日 

30,648

人日 

確保の内容 

３か所 

30,000

人日 

３か所 

30,000

人日 

３か所 

30,000

人日 

３か所 

30,000

人日 

３か所 

30,000

人日 

実績 
13,３１０

人日 

13,０３０

人日 

12,571

人日 

13,124

人日 
  

3.妊婦健康診査事業 

＜年間実利用／人＞ 

量の見込み 442人 434人 428人 422人 413人 

確保の内容 415人 387人 365人 339人 - 

実績 415人 387人 365人 339人   

4.乳児家庭全戸訪問事業 

（赤ちゃん訪問・１歳児訪問） 

＜年間訪問乳児数／人＞ 

量の見込み 420人 413人 407人 401人 393人 

確保の内容 405人 369人 337人 336人 - 

実績 405人 369人 337人 336人   

5.養育支援訪問事業 

＜年間訪問乳児数／人＞ 

量の見込み １０９人 １０７人 106人 104人 102人 

確保の内容 １３０人 １０４人 98人 117人 - 

実績 １３０人 １０４人 98人 117人   

6.子育て短期支援事業 

（ｼｮｰﾄｽﾃｲ、ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ） 

＜年間延利用／人日＞ 

量の見込み 3人日 3人日 3人日 3人日 3人日 

確保の内容 
１か所 

40人日 

１か所 

40人日 

１か所 

40人日 

１か所 

40人日 

１か所 

40人日 

実績 ３人日 ２人日 14人日 194人日   

7.子育て援助活動支援事業 

（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業の送迎等） 

＜年間延利用／人日＞ 

量の見込み 
1,981 

人日 

2,109

人日 

2,253

人日 

2,359

人日 

2,460 

人日 

確保の内容 

１か所 

2,000

人日 

１か所 

2,200

人日 

１か所 

2,300

人日 

１か所 

2,400

人日 

１か所 

2,500

人日 

実績 
1,052

人日 

1,164 

人日 

1,289 

人日 

1,379 

人日 
  

※令和６年度の実績は、計画策定時点では確定していないため無記入としています。 

※確保の内容は、実際に確保できた定員数です。 
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一時預かり事業【幼稚園型】は、年間延利用の実績は、各年度すべて確保の内容の範囲内

で推移しました。【幼稚園型以外】も、年間延利用の実績は、各年度すべて確保の内容の範囲

内で推移しました。 

病児保育事業は、令和５年度の年間延利用の実績は、確保の内容を上回り、想定を超えた

結果となっています。 

放課後健全育成事業は現在、２４か所の学童保育と、小学校の教室を活用して運営してい

るものをあわせ、各年度すべて確保の内容の範囲内で推移しました。 

 

第二期計画期間の量の見込みと確保の内容、実績 

区分 
第二期計画期間 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

8.一時預かり事業【幼稚園型】 

（幼稚園預かり保育） 

＜年間延利用／人日＞ 

量の見込み 
34,911

人日 

33,189

人日 

31,777

人日 

31,015

人日 

30,698

人日 

確保の内容 
86,950 

人日 

86,950 

人日 

90,475

人日 

90,475

人日 

90,475

人日 

実績 
47,526

人日 

49,353

人日 

50,391

人日 

45,837

人日 
  

8.一時預かり事業【幼稚園型以外】 

（保育所等一時保育） 

＜年間延利用／人日＞ 

量の見込み 
2,280

人日 

2,411 

人日 

2,489

人日 

2,622

人日 

2,768

人日 

確保の内容 
2,370

人日 

2,460

人日 

2,550

人日 

2,650

人日 

2,850

人日 

実績 
1,079

人日 

1,178 

人日 

1,202

人日 

1,443

人日 
  

9.延長保育事業 

＜年間実利用／人＞ 

量の見込み 640人 661人 668人 690人 717人 

確保の内容 
10園 

1,110人  

10園 

1,110人  

12園 

1,148人  

13園 

1,167人  

１4園 

1,226人   

実績 550人 496人 520人 519人   

10.病児保育事業 

＜年間延利用／人日＞ 

量の見込み 
2,377

人日 

2,328

人日 

2,238

人日 

2,206

人日 

2,189

人日 

確保の内容 

7か所  

2,400

人日  

7か所  

2,400

人日  

7か所  

2,400

人日  

7か所  

2,400

人日  

7か所  

2,400

人日  

実績 
1,344

人日 

1,927

人日 

2,324

人日 

2,967

人日 
  

11.放課後児童健全育成事業 

（学童保育） 

＜年間実利用／人＞ 

量の見込み 1,059人 1,092人 1,144人 1,170人 1,194人 

確保の内容 
２５か所 

1,105人 

２５か所 

1,105人 

２５か所 

1,225人 

２５か所 

1,225人 

２５か所 

1,225人 

実績 1,066人 1,027人 1,097人 1,150人  

12.実費徴収に係る補足給付 

を行う事業 

（世帯の状況により園行事費等を助成） 

＜年間支給児童数／人＞ 

量の見込み 6人 6人 5人 5人 5人 

確保の内容 7人 6人 3人 3人 - 

実績 7人 6人 3人 3人   

13.多様な主体が本制度に 

参入することを促進する 

ための事業 

（民間事業者の参入等促進する事業） 

計画 事業実施を検討 

実績 随時、事業者との相談対応実施 

※令和６年度の実績は、計画策定時点では確定していないため無記入としています。 

※確保の内容は、実際に確保できた定員数です。 
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３ 計画の基本目標別実績及び評価等 

第二期計画の基本目標別に、実績及び評価等をまとめると次のとおりです。 

 

基本目標１ 子育てにやさしい環境づくり 

主な事業 実績及び評価 課題等 

母子健康手帳の交付 

⬧ 母子健康手帳交付時に、助産

師・保健師による面接を行いま

した。また、給付金と一体的に

実施する伴走型相談支援を開

始し、妊娠早期から全数を把

握することができました。 

⬧ 妊娠・出産・育児に不安や孤立

感を抱く妊産婦がいるため、今

後も事業を維持していく必要

があります。 

訪問指導 

（妊産婦・新生児・乳幼児） 

⬧ 伴走型相談支援や、産科医療

機関等との連携を進め、必要

な時期に助産師や保健師が訪

問し、より早い時期から支援を

開始することができました。 

⬧ 出産前後に育児不安など不安

を抱え孤立する妊産婦がいる

ため、相談支援及び産科医療

機関等支援機関との連携を継

続します。 

妊産婦の地域・行政との 

交流機会創出 

⬧ 「マタニティサロン」「育児サロ

ン」はコロナ禍で中止。出産準

備教室は少人数制の個別対応

に変更、回数を増やして実施し

ました。結果、コロナ禍前より

も参加は増加しました。 

⬧ 妊婦や子育て世帯を対象とし

た「交流」は、関係機関の取組

と重複していることから、「育児

サロン」・「マタニティサロン」は

終了します。 

⬧ 「出産準備教室」は、主体的に

今後の出産・育児を受け止め

夫婦間で話し合いができるよ

う、充実を図ります。 

乳幼児健康診査の推進 

⬧ 4・１０か月、1・2・3歳半健康診

査を実施しました。令和５年１０

月からは３歳半児に、屈折異

常の疑いを発見する検査を開

始しました。受診率 95％以上

を維持できています。 

⬧ 受診が困難な乳幼児について

は、継続して状況把握に努め

ます。また、個別の相談支援が

必要な場合は、今後も関係機

関と連携して支援につなげま

す。 

予防接種事業の周知 

⬧ 乳幼児健診や訪問、相談等で

情報提供を行いました。また、

保育園・幼稚園小学校等を通

じて、情報提供や啓発を行い

ました。 

⬧ 予防接種全般への関心は高い

が、幼児から学童期は低下し

ていく傾向があるため、啓発方

法を検討します。 

育児相談の充実 

⬧ 利用者のリフレッシュや育児ス

トレスの緩和につながるように

関わりました。各子育て支援セ

ンターにおいて、支援を要する

家庭のフォローアップに努めま

した。 

⬧ より多くの人に利用していただ

けるよう情報発信を行います。 

医療費の助成 

⬧ 令和３年度以降、子どもの医

療費助成（通院及び入院）を段

階的に拡大し、制度の改善を

することができました。 

⬧ 今後の市の優先課題（事業）や

財源を見据えつつ、制度内容

について引き続き検討します。 
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基本目標２ 子どもの生きる力を育む環境づくり 

主な事業 実績及び評価 課題等 

家庭教育に関する学習機

会や情報提供の充実 

⬧ 令和６年度は市内全ての学校

へ家庭教育支援員を配置し、

不登校児童生徒の登校支援な

どを行いました。 

⬧ 保育園等において保護者研修

会や懇談会を実施しました。研

修会では、人権・食育・救命救

急等の内容で行いました。 

⬧ 家庭教育支援員と学校との情

報交換が必要です。また、

PTA が解散した学校に対し、

情報提供や研修を行います。 

⬧ 保護者に対して研修等を通じ

て、家庭教育の重要性を啓発

していきます。 

コミュニティセンターを 

活用した交流活動の充実 

⬧ 各学区で開催されている地域

子ども教室の支援を行いまし

た。 

⬧ 支援を行う各教室のリーダー

になる人材の確保を行います。 

性に関する指導の推進 

⬧ 中学校では助産師を講師とし

て迎え、発達段階や生徒の実

態に応じた内容を学習してい

ます。 

⬧ 性に関する児童生徒の課題は

低年齢化しており、小中で連携

し系統立てた学習計画を作成

します。 

遊び場の確保・整備 

⬧ 子育て支援センターにおいて、

夏季限定広場を開設するな

ど、内容の充実を図りました。

また、常設広場のスペース確

保と玩具及び遊具の点検・消

毒に努めました。 

⬧ 公園の遊具や施設の点検を実

施し、危険度の判定に基づき、

随時修繕を実施しました。 

⬧ 天候や気候に左右されず親子

が過ごせる屋内施設としての

遊び場の充実を求める声が高

まっていることから、対応を検

討していきます。 

⬧ 老朽化が進み、改修や修繕が

必要な公園設備が増加してい

るため、点検及び修繕を計画

的に実施します。 

防犯体制の強化 

⬧ 小学校での引渡し訓練実施

や、スクールガードや教職員に

よる巡回指導訪問を行い、学

校及び地域の防犯体制の強化

と充実を図りました。 

⬧ 今後も引き続き、子どもだけで

なく、保護者や教職員等への注

意喚起を行っていきます。 

人権教育の推進 

⬧ 「自尊感情の育成」と「集団づく

り」を基盤とし、人権教育の推

進を図っています。小学校で

は、読み物資料を用いた人権

学習を各学年で年１回以上実

施しました。中学校では、課題

別人権学習を行い、様々な人

権問題を系統的に学習できま

した。 

⬧ 人権学習の内容が、今の子ど

もたちの実態に合っていないも

のがあるため見直しを図りま

す。また、社会にある様々な差

別をなくしていくのは自分たち

であるという認識が持てるよ

う、啓発を継続します。 

情報教育の推進 

⬧ GIGAスクール構想において、

一人一台端末の導入を行い、

個別最適な学びの推進を図る

ことができました。 

⬧ 校種間や学校間、教員間で端

末を活用した指導内容に差があ

ることから、市の到達目標を示

し、市内で統一化を図ります。 
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主な事業 実績及び評価 課題等 

食育の推進 

⬧ 野洲市食育推進計画（第３次）

（令和元～５年度）に基づき、周

知・啓発に取り組みました。 

⬧ 野菜の摂取量が目標量に足りて

いません。朝食を欠食する児童・

生徒が増加していることから、周

知・啓発し、行動に繋げます。 

 

基本目標３ すべての子どもが健やかに育つ環境づくり 

主な事業 実績及び評価 課題等 

ひとり親家庭の相談・交

流事業の充実 

⬧ 個々の生活状況に応じ、必要

な相談や助言を実施しました。 

⬧ 外部委託により、ひとり親家庭

の交流の場を提供しました。 

⬧ 新規の相談が減少傾向にあり

ます。必要な家庭に必要な支

援が行き届くよう、事業の周知

に努めます。 

⬧ ひとり親家庭の交流の場につ

いて、申込件数が増加傾向に

あり、参加できない家庭が出て

います。そのため、事業規模・

事業内容を見直します。 

こころの教育相談事業の

充実 

⬧ 紹介プリントや、tetoru（配信

システム）を利用して、保護者

への周知を進めたところ、相談

件数の増加が見られました。子

どもの行き渋りや家庭環境の

問題など、多岐にわたる悩みに

対し、相談支援ができました。 

⬧ 相談件数が増加し、カウンセリ

ングの枠がいっぱいになりつつ

あります。今後、対応を断るケ

ースが発生することが懸念され

ることから、対応を検討します。 

適応指導教室※１の充実 

⬧ 年々通所者が増加していま

す。また、適応指導教室に来る

ことができない子どもたちに対

して、家庭訪問型学習支援事

業※２もスタートしました。 

⬧ 学校以外の居場所として、多く

の児童生徒が通所しています。

適切な対応をするために、指導

員のより一層の資質向上を図

ります。 

要保護児童対策地域協議

会の機能強化 

⬧ 実務者会議（定例会・全体会）

及び代表者会議を定期的に開

催しました。情報共有や支援方

法の見直し、また研修会を実施

し、より効果的な支援体制につ

いて検討しました。 

⬧ 虐待の未然防止・早期発見・早

期対応を図るため、関係機関と

連携し、要保護児童対策地域

協議会の機能強化を今後も図

ります。また、市民への啓発に

も継続して取り組みます。 

差別をなくす教育・保育

の実施 

⬧ 野洲市学校・園所人権教育推

進委員会において、各校園の

人権教育・人権保育の取組の

情報交換や統一テーマの職員

研修を行いました。 

⬧ 人権教育・保育の質の向上を

めざし、継続した「人権保育訪

問」「人権教育計画訪問」を実

施し、保育課題とめざす子ども

の姿を明らかにする中で、互い

に学びあう場等を通して職員

の資質向上を図ります。 

※１ 令和７年度以降は教育支援ルームに名称変更されます。 

※２ 令和７年度以降は訪問型教育支援に名称変更されます。 
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主な事業 実績及び評価 課題等 

子どもの意見発表の機会

の提供 

⬧ 「はつらつ野洲っ子中学生広

場」や「はつらつ野洲っ子育成

フォーラム」等により、子どもの

意見発表の場を提供できまし

た。 

⬧ ホールの大規模改修の間はコ

ミュニティセンターを利用する

等、子どもの意見発表の機会

や意見を聞く場を確保し、引き

続きまちづくりに活用する。 

特別支援教育 

⬧ 小中学校に複数名ずつ学校教

育支援員を配置しています。ま

た、特別支援教コーディネータ

ーを中心に校内での研修等に

取り組みました。 

⬧ 充実した研修の開催や巡回相

談等を活用し、専門的な視点

での助言・指導を受ける機会を

増やします。 

児童発達支援事業（療育

教室）の充実 

⬧ 早期から小集団での療育の場

を提供することで、孤立するこ

とを防ぐことができました。 

⬧ 保護者へ子どもの障がい特性

を伝え、それに応じた子どもへ

の関わりを促すことができまし

た。また、父親の育児参加を促

すことができました。 

⬧ 園への就園に向けて、加配制

度など適切な情報提供や園と

の連携により、スムーズな大集

団への移行が行えました。 

⬧ 経済状況が不安定な家庭や、

保護者自身に障がいの特性が

ある等、保護者支援の必要性

のあるケースが増加しているこ

とから、関係部署や機関との綿

密な連携と役割分担による継

続的な支援及び職員の資質向

上に努める。 

医療型児童発達支援事業 

⬧ 小児保健医療センター等の関

係機関と連携しながら進めるこ

とができました。 

⬧ 小児保健医療センターが令和

７年１月１日に県立総合病院と

統合されることから、新たな連

携体制の構築を図ります。 

巡回発達相談の実施 

⬧ 相談件数及びコンサルテーショ

ンの数が増加しました。 

⬧ 保護者・家族や支援者の発達

課題への理解がすすみ、早期

から本人支援ができました。ま

た、教員の配置により、発達支

援が強化されました。 

⬧ 心理判定員の役割と機能を明

確にし、保健センター、園、学校

での支援者と連携して、支援に

つながる巡回発達相談を実施

します。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

第１節 基本理念 

子どもは、未来の社会を創る大切な存在です。子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、

一人ひとりの子どもや保護者の幸せにつながることはもとより、将来的な地域の担い手の育成に

もつながることから、社会として取り組むべき重要課題といえます。 

本市では、第一期計画以来、子ども・子育て支援法の基本理念にある“子育てについての第

一義的責任は、父母その他の保護者が有するという基本的な認識”の下、『豊かな自然とこころ

を、すべての子の育ちのために』を計画の基本理念として、各種施策を展開してきました。 

第三期となる本計画においても、これまでの計画の方向性を継承し、本市の自然等の地域資

源とふれあいながら、一人ひとりの子どもが心身ともに健やかに成長できる願いように、次の基

本理念を定めます。 

 

 

■基本理念 

 

豊かな自然とこころを、すべての子の育ちのために 
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第２節 基本目標 

本計画の推進にあたっては、基本理念の実現に向け、これまでのものを継承した次の３つの

基本目標を掲げ、子どもたちのための環境づくりを推進します。 

 

計画の基本目標 

１ 子育てにやさしい環境づくり 

すべての家庭が健康かつ、安心して楽しく子育てができ、子どもが自立していくまでを地域

社会がやさしく見守り支えていく環境を整えることが大切です。また、次代次々代へと長く続

いていく地域の子育て支援の土壌づくりを行うことが重要です。 

そのために社会資源を最大限に活用し、子育てサービスの充実や、子育てにやさしい環境

づくりへの機運が高められる取組や環境の整備を図ります。 

さらに、仕事と子育ての両立をサポートするため、保育所等の待機児童解消を目指すととも

に、子育ての最終目標は自立であるという考えのもと、地域全体で支える子育て支援の充実

を図ります。 

 

２ 子どもの育ちを支援する環境づくり 

子ども一人ひとりの豊かな成長には、多くの人が子どもの育ちに関心を持ち、積極的な関わ

りを持つ必要があります。 

そのために、家庭や地域の教育力の向上を図るとともに、学校・園、家庭、地域、企業、行政

等がそれぞれの責任と役割について、主体的に取り組みながら一体となって子どもたちが安

心して学べる教育環境を整えます。 

また、様々な局面において子どもの権利に配慮するとともに、子どもの意見が反映され、子

ども自身が参加できるよう支援します。 

 

３ すべての子どもが健やかに暮らせる環境づくり 

すべての子どもが自分らしく生きることができるよう、児童虐待、いじめ、不登校等の事象

や要保護児童(※)等の把握を行い、切れ目ない支援体制の整備、障がい児支援の推進、さら

にひとり親家庭の自立を支えるための取組を推進します。 

 

※要保護児童 児童福祉法第６条の３に規定する保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると

認められる児童のこと。 
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第３節 施策体系 

 

＜基本理念＞ 

 

 

 

 

 

基本目標１ 
子育てにやさしい 
環境づくり 
 

 
 
 
 
基本目標２ 

子どもの育ちを支援する 
環境づくり 
 
 
 
 

 

基本目標３ 
すべての子どもが健やかに 
暮らせる環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)乳幼児保育の推進 

(２)家庭教育の充実と親としての意識の醸成 

(３)地域における学習の推進 

(４)命に関する教育の充実 

(５)子どもの遊び場の充実 

(６)子どもの安全の確保 

(７)関連計画との連携（教育振興・食育 など） 

(１)ひとり親家庭への支援 

(２)いじめ、不登校、問題行動への対応の充実 

(３)子どもの権利の尊重 

(４)関連計画との連携（障がい児福祉 など） 

施策の方向性 

豊かな自然とこころを、すべての子の育ちのために 

 

(１)多様な保育サービスの充実 

(２)地域での子育て支援体制の充実 

(３)ワーク・ライフ・バランスの推進 

(４)医療・保健等にかかる経済的負担の軽減 

(５)関連事業との連携（母子保健 など） 
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第４章 量の見込みと確保方策 

 

第１節 教育・保育提供区域 

子ども・子育て支援事業計画では、子ども・子育て支援法に基づき、地理的条件、人口、交通

事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況、その他の条件を総

合的に勘案して、需要の指標となる量の見込みとその確保方策を「教育・保育提供区域」ごとに

設定する必要があります。 

この教育・保育提供区域は、事業資源の配置バランス上の枠組みであり、細かく設定すれば、

きめ細やかな計画になりますが、弾力的な運用がしづらいものとなります。 

よって本市では、市内全域で柔軟な需給体制を確保するため、教育・保育提供区域を全市１

地区と設定します。 

 

本市の教育・保育を提供するための施設の位置図 

  

△：中学校 

○：小学校 

●：幼稚園 

□：保育所 

◎：認定こども園 

■：小規模保育園 

△ 

△ 

△ 
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第２節 子どもの人口の見通し 

計画期間における０～11 歳の子どもの人口は、過去５年（令和２年～６年）の住民基本台帳人

口に基づき、コーホート要因法により推計を行った結果、就学前児童数は令和６年現在の

2,342人から令和１１年には 2,216人に、小学校児童数は令和６年現在の 2,825 人から令和

11年には 2,481人に、それぞれ減少が見込まれています。 

※コーホート要因法 

コーホートごとに、過去における実績人口の動勢から「出生率」「人口移動率」を算定し、それに基づ

き将来人口を推計する方法です。ここでいう「コーホート」とは、同じ年（又は同じ時期）に生まれた人々

の集団のことをさします。 

０～11歳の子どもの人口の推計 

区分 
実績値 推計値 

令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和 10年 令和 11年 

0歳 323 381 366 374 369 358 

1歳 374 332 379 370 379 367 

2歳 377 387 334 388 380 382 

0～2歳 計 1,074 1,100 1,079 1,132 1,128 1,107 

3歳 398 384 386 338 393 380 

4歳 401 403 382 384 340 391 

5歳 469 406 400 382 387 338 

3～5歳 計 1,268 1,193 1,168 1,104 1,120 1,109 

就学前児童 合計 2,342 2,293 2,247 2,236 2,248 2,216 

6歳 425 475 405 403 386 386 

7歳 439 427 474 407 405 386 

8歳 519 439 426 473 407 404 

6～8歳 計 1,383 1,341 1,305 1,283 1,198 1,176 

9歳 469 519 439 426 473 407 

10歳 479 468 518 438 425 472 

11歳 494 480 469 519 439 426 

9～11歳 計 1,442 1,467 1,426 1,383 1,337 1,305 

小学校児童 合計 2,825 2,808 2,731 2,666 2,535 2,481 

出典（実績値）：住民基本台帳（令和６年４月１日） 

 

1,074 1,100 1,079 1,132 1,128 1,107

1,268 1,193 1,168 1,104 1,120 1,109

1,383 1,341 1,305 1,283 1,198 1,176

1,442 1,467 1,426 1,383 1,337 1,305

5,167 5,101 4,978 4,902 4,783 4,697

0

2,000

4,000

6,000

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

合計

高学年

低学年

３～５歳

０～２歳

(人)
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第３節 幼児教育・保育の見込量及び確保方策 

１ 量の見込み 

幼児教育・保育の量の見込みは、国の示した「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画

等における「量の見込み」の算出等の考え方（改訂版）」を踏まえつつ、ニーズ調査結果や令和

２年度以降の各事業の実績値、本市の各事業の特性に応じて「量の見込み」を設定します。 

 

２ 市内の保育所・幼稚園等の現状 

（１）各施設の定員 

本市の保育所・幼稚園等の定員・所在については次のとおりです。 

公立幼稚園                        公立認定こども園 

                               私立認定こども園 

公立保育園                        私立保育所(園) 

※定員はいずれも令和６年４月１日現在 

  

名称 定員(人) 
所在 

小学校区 

 
名称 定員(人) 

所在 
小学校区  

中主幼稚園 340 中主  
ゆきはたこども園 

幼稚園部 30 
野洲 

野洲幼稚園 260 野洲  保育園部 190 

祇󠄀王幼稚園 190 祇󠄀王  
三上こども園 

幼稚園部 60 
三上 

北野幼稚園 260 北野  保育園部 90 

    
篠原こども園 

幼稚園部 60 
篠原 

    保育園部 100 

    
さくらばさまこども園 

幼稚園部 50 
野洲 

    保育園部 120 

   
 

名称 定員(人) 
所在 

小学校区  

    
野洲優愛保育園 モンチ 

幼稚園部 １５ 
野洲 

    保育園部 ６０ 

名称 定員(人) 
所在 

小学校区 

 
名称 定員(人) 

所在 
小学校区  

野洲第三保育園 ９０ 野洲  祇王明照保育園 120 祇󠄀王 

    

あやめ保育所 

本園 １００ 中主 

    よしじ分園 ２０ 中主 

    こしのはら分園 ２０ 野洲 

    きたの保育園 80 北野 

    しみんふくし保育の家竹が丘 120 北野 
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小規模保育園 

 

 

 

 

※定員はいずれも令和６年４月１日現在 

 

（２）各施設の利用状況 

公立幼稚園等（１号認定）は、令和６年４月１日現在で定員が 1,265 人、在園児童数が

564人で、在園児数は全体として減少傾向となっています。 

幼稚園等の利用状況の推移 

（単位：人） 
 定員 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利 

用 

人 

員 

中主幼稚園 340 195 214 206 208 178 
野洲幼稚園 260 99 94 87 78 69 
祇王幼稚園 190 124 104 96 75 66 
北野幼稚園 260 222 194 176 153 141 

ゆきはたこども園 30 21 23 26 24 25 
三上こども園 60 42 34 35 35 24 
篠原こども園 60 35 32 35 32 29 

さくらばさまこども園 50 20 20 22 21 22 
野洲優愛保育園 モンチ １５ 1 7 9 8 10 

合 計 1,2６５ 759 722 692 634 564 
※定員は令和６年度のもの。実績は各年４月１日現在。 

※野洲優愛保育園モンチのみ私立園。 

 

【参考】平成２７年度～令和元年度                                （単位：人） 

 定員 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

利 

用 

人 

員 

中主幼稚園 340 285 249 232 215 213 
野洲幼稚園 260 216 177 154 120 121 
祇王幼稚園 190 145 131 130 131 133 
北野幼稚園 260 208 212 203 216 217 

ゆきはたこども園 30   15 24 24 21 
三上こども園 60 54 48 44 48 49 
篠原こども園 60 43 33 28 31 33 

さくらばさまこども園 50 27 32 25 24 21 

合 計 1,2６５ 978 897 840 809 808 
※定員は令和６年度のもの。実績は各年４月１日現在。 

※三上こども園における平成 30年度以前の実績は、三上幼稚園のもの。 

 

 

名称 定員(人) 
所在 

小学校区 

TAM ランド 野洲駅前園 １９ 北野 

サンライズキッズ保育園 野洲園 １９ 北野 

しみんふくし保育の家 北野 １９ 北野 

みらいみかみやま保育園 １９ 野洲 
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保育所等（２・３号認定）の入園者数は、令和６年４月１日現在で定員が 1,186人、在園児

童数が 1,158 人です。在園児数は、コロナ禍の期間中に一時的な減少は見られたものの、

おおむね増加傾向にあります。 

 

保育所・小規模保育園等の利用状況の推移 

（単位：人） 
 定員 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利 
 

用 
 

人 
 

員 

ゆきはたこども園 190 203 195 187 180 173 
三上こども園 90 81 85 79 87 93 
篠原こども園 100 99 96 92 96 98 
さくらばさまこども園 120 113 117 108 101 107 
野洲第三保育園 90 95 88 82 82 87 

公立保育園 計 ５９０ 591 581 548 546 558 

祇王明照保育園 120 128 120 116 122 125 
きたの保育園 80 93 89 85 86 89 
あやめ保育所 140 123 132 125 131 139 
しみんふくし保育の家 
竹が丘 

120 119 126 127 116 116 

野洲優愛保育園モンチ 60 58 62 61 63 64 
TAM ラン 野洲駅前園 19     10 15 17 
サンライズキッズ保育園 
野洲園 

19     18 17 18 

しみんふくし保育の家  
北野 

19       18 17 

みらいみかみやま保育園 19         15 

私立保育園 計 ５９６ 521 529 542 568 600 

合計 1,186 1,112 1,110 1,090 1,114 1,158 
※定員は令和６年度のもの。実績は各年４月１日現在。 

【参考】平成２７年度～令和元年度                                （単位：人） 

 定員 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

利 
 

用 
 

人 
 

員 
ゆきはたこども園 190 126 144 166 182 200 
三上こども園 90 67 74 64 63 69 
篠原こども園 100 86 100 95 93 103 
さくらばさまこども園 120 114 99 103 109 110 
野洲第三保育園 90 69 70 78 81 95 

公立保育園 計 ５９０ 462 487 506 528 577 

祇王明照保育園 120 128 134 135 134 136 
きたの保育園 80 91 85 97 94 94 
あやめ保育所 140 112 115 123 134 136 
しみんふくし保育の家 
竹が丘 

120 55 93 115 123 119 

野洲優愛保育園モンチ 60 57 66 70 66 64 

私立保育園 計 ５９６ 443 493 540 551 549 

合計 1,186 905 980 1,046 1,079 1,126 
※定員は令和６年度のもの。実績は各年４月１日現在。 

※三上こども園における平成 30年度以前の実績は、三上保育園のもの。 
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３ 量の見込み：幼稚園・保育所等 

市内に居住する子どもの幼稚園・保育所等の利用者数は、次の認定区分や年齢区分ごとに

量の見込みを設定します。 

量の見込みに対する確保方策（確保の内容）としては、幼稚園・保育所等の認可施設及び

小規模保育事業により確保を図ります。 

 

認定区分 

  

認定区分 対 象 利用できる施設・事業 

１号認定 満３歳以上の小学校就学前の子ども 幼稚園・認定こども園 

２号認定 
満３歳以上の小学校就学前で、保育の

必要性のある子ども 

幼稚園（１４時以降の一時預かりを利用）・

保育所・認定こども園 

３号認定 
満３歳未満の小学校就学前で、保育の

必要性のある子ども 

保育所・認定こども園・ 

地域型保育（小規模保育事業等） 

 

 

計画期間中の量の見込みと確保の内容 

（単位：人） 

区分 

令和７年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

合計 

３～５歳 ０歳 １歳 2歳 

幼稚園希望 

保育所等希望 14時 

まで 

14時以降

一定時間 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
279 238 664 77 218 260 1,736 

②確保

の内容 

幼稚園及び 

預かり保育 
895 ２８０ 90 - - - 1,265 

保育所等 - - ６１2 101 194 ２１3 1,120 

地域型保育事業 - - - 8 20 48 76 

②－① 616 42 38 32 ▲4 1 725 
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区分 

令和８年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

合計 

３～５歳 ０歳 １歳 2歳 

幼稚園希望 

保育所等希望 14時 

まで 

14時以降

一定時間 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
243 241 672 74 249 224 1,703 

②確保

の内容 

幼稚園及び 

預かり保育 
895 280 90 - - - 1,265 

保育所等 - - 616 104 197 213 1,130 

地域型保育事業 - - - 8 20 48 76 

②－① 652 39 34 38 ▲32 37 768 

※施設の整備により定員を見直しています。 

 

区分 

令和９年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

合計 

３～５歳 ０歳 １歳 2歳 

幼稚園希望 

保育所等希望 14時 

まで 

14時以降

一定時間 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
201 236 656 75 243 261 1,672 

②確保

の内容 

幼稚園及び 

預かり保育 
895 280 90 - - - 1,265 

保育所等 - - 616 104 197 213 1,130 

地域型保育事業 - - - 8 20 48 76 

②－① 694 44 50 37 ▲26 0 799 
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区分 

令和１０年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

合計 

３～５歳 ０歳 １歳 2歳 

幼稚園希望 

保育所等希望 14時 

まで 

14時以降

一定時間 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
175 247 687 74 249 255 1,687 

②確保

の内容 

幼稚園及び 

預かり保育 
895 280 90 - - - 1,265 

保育所等 - - 616 104 197 213 1,130 

地域型保育事業 - - - 8 20 48 76 

②－① 720 33 19 38 ▲32 6 784 

 

 

区分 

令和１１年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

合計 

３～５歳 ０歳 １歳 2歳 

幼稚園希望 

保育所等希望 14時 

まで 

14時以降

一定時間 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
144 252 701 72 241 257 1,667 

②確保

の内容 

幼稚園及び 

預かり保育 
895 280 90 - - - 1,265 

保育所等 - - 648 111 221 230 1,210 

地域型保育事業 - - - 8 20 48 76 

②－① 751 28 37 47 0 21 884 

※施設の整備により定員を見直しています。 
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４ 提供体制と確保の内容 

（１）本市における幼児教育・保育ニーズの今後 

２号認定（保育所等希望）の３～５歳人口に対する割合（保育利用率）は、共働き世帯が

増加傾向にあることから、さらに増加するものと考えられます。令和６年度の約７４％から令

和１１年度には約８７％へ増加することを見込みます。 

また、３号認定（１・２歳）の１・２歳人口に対する割合（保育利用率）は、令和６年度の約

65％から令和１１年度には約 67％へ増加することを見込みます。 

一方、１号認定及び２号認定の幼稚園希望は、計画期間の全年度において、確保の内容

が量の見込みを上回る供給超過の状態を見込みます。 

 

（２）確保の方針 

①利用調整等による確保 

・本市の幼稚園では、預かり保育を含めると 10 時間程度在園することが可能であり、２

号ニーズの超過分は、幼稚園にて対応可能です。よって、一定数の２号認定者について

は幼稚園＋預かり保育を利用いただくことで保育ニーズの充足を図ります。 

 

②定員増による確保 

・民間事業者と協議を行い、必要に応じて新規事業者の参入も含めて、定員増を検討し

ます。 

・老朽化した施設の更新・整備を行う際には、当該地域の事情を考慮しながら、必要に応

じて幼保の一元化（認定こども園化）を図ることで、定員増を検討します。 

 

③幼児教育・保育等の質の確保及び向上 

・教育・保育の質の確保及び向上を図るため、保育士や幼稚園教諭等への研修を行うほ

か、教育・保育施設の運営に対して適正な指導と必要な助言を行います。 

・幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験を有する者を幼児教育アドバイザーとして

配置し、教育・保育施設等への訪問支援等を通じて、教育内容や指導方法、指導環境

の改善等について助言を行い、質の向上を図ります。 

・「野洲市三方よし人材バンク」事業を推進し、教育・保育の担い手を増やし、待機児童の

解消等を図ります。 

・保育士や幼稚園教諭等の処遇改善を始めとする労働環境の改善に努めます。 

④その他 

・必要に応じて、公立園の定員の見直しを行い、定員の適正化を図ります。 

・保護者の利便性向上を図るため、幼稚園の預かり保育の時間延長について検討します。 
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第４節 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策 

本計画における地域子ども・子育て支援事業等は、子ども・子育て支援法第５９条及び児童福

祉法第２１条の９に定められている事業で、概要は次のとおりです。 

 

事業名 概要 

１ 利用者支援事業 

（野洲市妊産婦支援事業など） 

教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供

及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関

との連絡調整等を実施する事業で、事業類型は、子育て

支援事業や保育所等の利用支援と関係機関との連絡調

整等を行う「基本型」、待機児童の解消等を図るため保

育に関する施設や事業を円滑に利用できるよう支援す

る「特定型」、主にこども家庭センターが中心となって情

報提供や支援プランの策定等を行う「こども家庭センタ

ー型」の３つ。 

２ 地域子育て支援拠点事業 

（子育て支援センター事業） 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所（子育

て支援センター等）を開設し、子育てについての相談、情

報の提供、助言その他の援助を行う事業。（子育て支援

講座やにこにこ広場など） 

３ 妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する

健康診査として、健康状態の把握、検査計測、保健指導

を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた

医学的検査を実施する事業。 

４ 乳児家庭全戸訪問事業 

（赤ちゃん訪問・１歳児訪問） 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子

育て支援に関する情報提供、母子や家族の健康状態、

養育環境等を把握し、相談支援を行う事業。地域の民

生委員・児童委員による１歳児訪問もある。 

５ 養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問

し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家

庭の適切な養育の実施を確保する事業。また、要保護児

童対策地域協議会や虐待ネットワークも、本事業の区

分。 

６ 子育て短期支援事業 

（ｼｮｰﾄｽﾃｲ､ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受け

ることが一時的に困難となった児童について、児童養護

施設等に入所させ、必要な保護を行う事業（短期入所生

活援助事業及び夜間養護等事業）。 
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事業名 概要 

７ 子育て援助活動支援事業 

（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業での送迎等） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を

会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望

する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助

活動に関する連絡、調整を行う事業。 

８ 一時預かり事業 

（幼稚園預かり保育・保育所等一時保育）  

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった

場合や保護者の子育て負担の軽減が必要な場合につい

て、主として昼間において、幼稚園、保育所等、地域子育

て支援拠点その他の場所で一時的に預かり、必要な保

護を行う事業。 

９ 延長保育事業 

保育認定（２号、３号）を受けた子どもについて、通常の

利用日及び利用時間以外の日及び時間において、保育

所等において保育を実施する事業。 

10 病児保育事業 

病気又は病気回復期の児童について、医療機関・保育

所等に付設された専用スペース等において、看護師等

が一時的に保育する事業。 

11 放課後児童健全育成事業 

（学童保育） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就

学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕

教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を

与えて、その健全な育成を図る事業。 

12 実費徴収に係る補足給付を行う

事業 

（世帯の状況により園行事費等を助成） 

生活保護世帯等、世帯の所得状況等を勘案して、教育・

保育施設等に保護者が支払うべき日用品、文房具その

他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は

行事への参加に要する費用、並びに幼児教育・保育の

無償化に伴い私学助成幼稚園における給食副食費につ

いて、保護者が負担する費用の一部を国の補助制度に

基づき助成する事業。 

13 多様な主体が本制度に参入す

ることを促進するための事業 

（民間事業者の参入等促進する事業） 

幼稚園、保育所等への民間事業者の参入の促進に関す

る調査研究、その他多様な事業者の能力を活用した幼

稚園、保育所等の設置又は運営を促進するための事

業。 

１４ 妊婦等包括相談支援事業 

【新規】 

主に妊婦・その配偶者等に対し、面談により情報提供や

相談等を行い、伴走型相談支援を行う事業。また、妊婦

のための支援給付と一体的に実施する。 

15 産後ケア事業【新規】 

生後 12か月までの母子に対して心身のケアや育児のサ

ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体

制の確保を行う事業。 
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事業名 概要 

１６※ 乳児等通園支援事業【新規】 

（こども誰でも通園制度） 

満３歳未満の未就園児に対し、月一定時間の利用可能

枠の範囲で、保育等を提供する事業。令和８年度から全

国的に実施される予定です。 

17 子育て世帯訪問支援事業 

【新規】 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える世帯を、訪

問支援員が訪問し、不安や悩みを傾聴するとともに、家

事・子育て等の支援を実施する事業。 

18 児童育成支援拠点事業【新規】 

養育環境等に課題を抱える子どもに対し、居場所となる

場を開設し、子どもとその家庭が抱える課題に応じた支

援を行うとともに、子ども及び家庭の状況をアセスメント

し、関係機関へのつなぎを行う等の支援を行う事業。 

19 親子関係形成支援事業【新規】 

子どもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている

保護者及び子どもに対し、講義やグループワーク、ロー

ルプレイ等を通じて情報提供、相談及び助言を実施する

とともに、保護者同士の交流の場を設ける等の支援を行

う事業。 

※乳児等通園支援事業は、令和７年度のみ地域子育て支援事業として扱われますが、令和８年度以降は、

新たな給付制度に基づく事業になります。 
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１ 利用者支援事業 

 

《現状》 

本市では現在、基本型１か所を野洲市子育て支援センターに、こども家庭センター型１か所

をこども家庭局に設置しています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

本事業は、現在の２か所を維持し、さらなる周知を図りつつ、子育て支援コンシェルジュを

配置し相談支援の利用促進を図ります。 

事業の周知にあたっては、孤立しがちな親子等にもアピールできるよう、関係機関との協力

による情報発信を図ります。 

また、妊婦やその配偶者等が早期に相談でき支援につながることができるよう、母子健康

手帳交付時に保健師・助産師が支援者として個別面談します。こうした相談窓口について、広

報・ホームページ等にて広く周知します。 

そして、医療機関や関係課、子育て支援センター等が連携し、相談内容に応じた支援を実

施します。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（実施か所数／か所） 
２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 

② 

確保 

の内容 

基本型 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

こども家庭センター型 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

※量の見込み算出方法：事業実績に基づき算出。 

 

【参考】 これまでの実績 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 
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２ 地域子育て支援拠点事業 

 

《現状》 

本市では現在、子育て支援センターを３か所（野洲市子育て支援センター、きたの子育て支

援センター、あやめ子育て支援センター）設置しています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

未就園児とその保護者については、子育てについての悩みや不安を抱え込むことや、地域

で孤立するなど様々な懸念があり、相談や保護者同士の交流ができる場が重要です。しかし、

コロナ禍で本事業の利用が減少しており、悩みや不安をどこにも相談できなかった保護者が

増加した懸念があります。 

そのため、必要な世帯が利用しやすいよう、事業の周知による利用促進を図るとともに、相

談し安心できる(人的･物的）環境づくりや、夏期の広場開放等による親子等の遊び場の確保

に努めます。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間延利用／人日） 
18,258人日 17,909人日 18,789人日 18,722人日 18,374人日 

② 

確保 

の内容 

実施か所数 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 

年間延利用 18,258人日 17,909人日 18,789人日 18,722人日 18,374人日 

※量の見込み算出方法：ニーズ調査結果に基づき算出。 

 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人日） 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

15,267 15,838 16,527 16,949 15,124 13,310 13,030 12,571 13,124 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 
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３ 妊婦健康診査事業 

 

《現状》 

本事業は、基本診察、医学的検査・計測、保健指導の費用の一部について、公費負担を実

施しています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

市内の妊婦が健やかな妊娠期間を過ごせるよう、県内の公的支援の動向を確認しながら、

助成額の増額など、公的支援の拡充等を検討します。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間実利用／人） 
366人 374人 369人 358人 354人 

②確保の内容 366人 374人 369人 358人 354人 

※量の見込み算出方法：人口推計に基づき算出。 

 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人） 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

528 487 463 442 ４６１ 415 387 365 339 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 
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４ 乳児家庭全戸訪問事業 

 

《現状》 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を保健師や助産師が訪問し、乳児の発育・発達、

産後の保護者の健康や育児について把握し、情報提供や関係機関につなげるなど相談支援

を実施しています。また、地域の民生委員・児童委員による１歳児訪問もあり、地域との連携に

よる手厚い乳児家庭支援を行っています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

乳児のいる全家庭を訪問し、母子や家族の健康状態、養育環境等を把握し、情報提供や相

談支援、必要に応じて関係機関につなぎます。 

また、民生委員・児童委員の訪問が円滑に行えるよう、事業の周知に努めます。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間訪問乳児数／人） 
381人 366人 374人 369人 358人 

②確保の内容 381人 366人 374人 369人 358人 

※量の見込み算出方法：人口推計に基づき算出。 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人） 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

441 427 366 438 ３７９ 367 369 337 336 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 
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５ 養育支援訪問事業 

 

《現状》 

本事業は、前述の（４）乳児家庭全戸訪問事業の訪問結果等に基づき、必要に応じて養育

に関する専門的な指導・助言の実施とともに、家事・育児援助を行っています。 

また、要保護児童対策地域協議会を開催し、関係機関等と連携・協議して、児童虐待の予

防、早期発見及び被虐待児童への迅速かつ適切な対応や、児童虐待防止についての市民啓

発を実施しています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

今後も、養育支援を必要とする家庭との関係性を築きながら、継続した支援を行います。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間訪問乳児数／人） 
110人 108人 107人 108人 106人 

②確保の内容 110人 108人 107人 108人 106人 

※量の見込み算出方法：利用実績に基づき算出。 

 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人） 

第二期計画 

R２ R3 R4 R5 R6 

130 104 98 117 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 

※第二期計画から算出手法が変更されたため、第一期計画の実績は記載していません。 
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６ 子育て短期支援事業 

 

《現状》 

本事業は現在、市外の法人１か所（守山市内法人）に委託し実施しており、年により利用実

績が大きく変動しています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

育児疲れや育児不安等、必要な人が必要時に利用できるよう、広く周知に努めます。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間延利用／人日） 
２６４人日 ２６４人日 ２６４人日 ２５０人日 ２５０人日 

② 

確保 

の内容 

実施か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

年間延利用 ２６４人日 ２６４人日 ２６４人日 ２５０人日 ２５０人日 

※量の見込み算出方法：利用実績に基づき算出。 

 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人日） 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

3 0 0 0 0 3 2 14 194 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 
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７ 子育て援助活動支援事業 

 

《現状》 

本事業は、ファミリー・サポート・センター事業として野洲市社会福祉協議会に委託し実施し

ています。コロナ禍の令和２・３年度は利用の落ち込みがみられましたが、令和４年度にはコロ

ナ禍以前の利用実績となっています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

今後も、現在の体制を維持しつつ、市の広報やホームページ、委託先等を通じて、サービス

を必要とする方への周知を図るほか、お手伝いをしたい人（まかせて会員）の確保に努めます。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間延利用／人日） 
1,340人日 1,308人日 1,288人日 1,257人日 1,234人日 

② 

確保 

の内容 

実施か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

年間延利用 1,340人日 1,308人日 1,288人日 1,257人日 1,234人日 

※量の見込み算出方法：利用実績に基づき算出。 

 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人日） 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

1,027 1,581 1,557 1,590 1,355 1,052 1,164 1,557 1,379 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 
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８ 一時預かり事業 

 

《現状》 

本事業は現在、幼稚園型（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり）は、すべての公

立幼稚園及び認定こども園（幼稚園部）で実施しています。幼稚園型以外は市内５か所で実

施しています。またファミリー・サポート・センター事業（就学前児童）でも利用者の希望により

一時的な預かりが可能であり、野洲市社会福祉協議会の１か所で実施しています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

現在の体制を維持し、需要への対応とサービスの質の向上に努めます。また、野洲市三方

よし人材バンク等を活用することで、人材確保に努めます。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

【幼稚園型】 

区分 
第二期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間延利用／人日） 
46,422人日 47,007人日 46,032人日 48,178人日 49,153人日 

② 

確保 

の内容 

一時預かり事業

（幼稚園型Ⅰ） 
46,422人日 47,007人日 46,032人日 48,178人日 49,153人日 

※量の見込み算出方法：２号認定（幼稚園利用）の利用頻度に基づき算出。 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人日） 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

40,373 36,375 34,385 36,971 41,176 47,526 49,353 50,391 45,837 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 
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【幼稚園型以外】 

区分 
第二期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間延利用／人日） 
1,579人日 1,547人日 1,539人日 1,548人日 1,525人日 

 一時預かり事業 

（幼稚園型以外） 
1,349人日 1,322人日 1,315人日 1,322人日 1,303人日 

 ファミリー・サポート・

センター事業 

（就学前児童） 

230人日 225人日 224人日 226人日 222人日 

②確保の内容 1,579人日 1,547人日 1,539人日 1,548人日 1,525人日 

 一時預かり事業 

（幼稚園型以外） 
1,349人日 1,322人日 1,315人日 1,322人日 1,303人日 

 ファミリー・サポート・

センター事業 

（就学前児童） 

230人日 225人日 224人日 226人日 222人日 

※量の見込み算出方法：ニーズ調査結果に基づき算出。 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人日） 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

1,689 1,401 1,772 2,047 1,360 1,079 1,178 1,202 1,443 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 
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９ 延長保育事業 

 

《現状》 

本事業は、市内の全保育所・認定こども園（保育園部）において 11 時間超の保育を行って

おり、過去５年は毎年度 500人前後の利用実績となっています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

保護者の就労形態の多様化や長時間勤務に伴う需要に対して、現在の体制を基本として

対応します。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間延利用／人） 
533人 535人 538人 554人 558人 

② 

確保 

の内容 

実施園数 １４園 １４園 １４園 １４園 １４園 

年間実利用 533人 535人 538人 554人 558人 

※量の見込み算出方法：２・３号認定の変化率に基づき算出。 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人日） 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

440 533 563 583 ５７１ 550 496 520 519 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 
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10 病児保育事業 

 

《現状》 

本事業は、民間の小児科医による病児保育事業１か所のほか、体調不良型の事業（保育所

等における緊急的な対応を図る事業）及び通所する児童に対して保健的な対応等を図ってい

ます。 

 

《今後の方針・確保方策》 

今後も、病児保育事業の周知による利用促進に努めるほか、体調不良型における人材確保

（看護師の配置）について、野洲市三方よし人材バンクの活用等、必要な対策を実施します。 

また、ニーズ調査結果及び今後の状況を踏まえ、必要に応じて本事業の拡充を検討します。

（補足参照） 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間延利用／人日） 
3,022人日  2,993人日 2,984人日 2,999人日 2,988人日 

 病児・病後児対応型 1,382人日 1,349人日 1,328人日 1,296人日 1,273人日 

 体調不良型 1,640人日 1,644人日 1,656人日 1,703人日 1,715人日 

②確保の内容 3,022人日 2,993人日 2,984人日 2,999人日 2,988人日 

 病児・病後児対応型 1,382人日 1,349人日 1,328人日 1,296人日 1,273人日 

 体調不良型 1,640人日 1,644人日 1,656人日 1,703人日 1,715人日 

※量の見込み算出方法：ニーズ調査に基づき算出。 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人日） 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

343 212 1,071 2,177 2,081 1,344 1,927 2,324 2,967 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 

 

＜補足＞ 

ニーズ調査結果では、「子育てしやすいと思わない理由として、「体調の悪い子どもを預けられる

施設がない」との回答が、前回から大きく増加しています。（就学前児童保護者：8.0％→24.1％

／小学生保護者：9.2％→19.8％）（P.17-18参照） 
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ただし、この調査を実施した令和５年 12月は、コロナ禍での免疫機能低下等により、大幅に感

染症の罹患率が高まった時期で、こうした利用者の急増により、病児保育事業所で受入れができ

ない状況が発生していました。 

このような背景を踏まえ、本事業の拡充に関しては、今後の利用状況を慎重に見極めながら検

討します。 
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11 放課後児童健全育成事業 

 

《現状》 

本事業は、指定管理者として野洲市社会福祉協議会に管理運営を委任しており、現在、小

学校６年生までを対象としています。利用形態は通年利用のほか、季節利用（春休みや夏休

み、冬休みの利用）も設けています。在籍児童数は年々増加しており、令和５年度には 1,100

人超となっています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

今後も待機児童が発生しないよう、需要に応じた実施体制の確保に努めます。地域による

利用偏在を把握しつつ、必要に応じて、学校の余裕教室等の活用を検討します。 

また野洲駅南口周辺整備事業に伴い、野洲第１～６こどもの家及び第７こどもの家の移転

建て替えを進めます。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 
（年間実利用／人） 

1,186人 1,153人 1,126人 1,070人 1,047人 

 １年生 243人 235人 230人 219人 213人 

２年生 247人 241人 235人 223人 219人 

３年生 243人 237人 231人 220人 215人 

４年生 216人 211人 206人 195人 191人 

５年生 152人 147人 144人 137人 134人 

６年生 85人 82人 80人 76人 75人 

②確保の内容 1,265人 1,265人 1,265人 1,295人 1,295人 

※量の見込み算出方法：ニーズ調査に基づき算出。 

 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人） 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

843 933 953 994 1,022 1,066 1,027 1,097 1,150 - 
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12 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 

《現状》 

本事業は、野洲市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱を制定し、対象者に補助

金を交付しています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

本事業は、対象児童を適切に把握した上で、実費徴収に係る補足給付の公費負担を実施

します。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間実利用／人） 
7人 7人 7人 7人 7人 

②確保の内容 7人 7人 7人 7人 7人 

※量の見込み算出方法：実績に基づき算出。 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人） 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

9 6 6 3 6 7 6 3 3 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 

 

 

13 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

 

《現状》 

本事業は、保育用の事業に多様な主体が新規参入しやすいよう、新規参入事業者に対して

相談・助言等を行い、円滑に事業実施ができるよう支援をするものです。 

 

《今後の方針・確保方策》 

本計画期間に、民間事業者の新規参入（野洲第三保育園の民間移管）を予定しており、円

滑に事業が実施できるよう、巡回指導等の支援を行います。 
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14 妊婦等包括相談支援事業【新規】 

 

《現状》 

こども家庭センターを中心として、妊娠期から面談により情報提供や相談等を行い、伴走型

相談支援を行う事業として、新たに創設された事業です。妊婦のための支援給付と組み合わ

せて効果的に実施することが求められています。 

ただし、野洲市では「出産・子育て応援給付金」及び「伴走型相談支援」としてすでに実施し

ており、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体的に推進

しています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

本市においても妊婦とその配偶者等に対して、面談等により情報提供や相談等（伴走型相

談支援）を行います。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間延利用／人日） 
796人日 792人日 793人日 776人日 760人日 

②確保の内容 796人日 792人日 793人日 776人日 760人日 

※量の見込み算出方法：国の手引き実績に基づき算出。 

 

【参考】 これまでの実績 

（単位：人日） 

第二期計画 

R２ R3 R4 R5 R6 

755 697 690 724 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 
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15 産後ケア事業【新規】 

 

《現状》 

生後 12か月までの母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子

育てができる支援体制の確保を行う事業です。本市では、平成 28年度から実施しています。 

ただし、野洲市では平成２８年から実施しており、出産後の一定期間、産後の保健指導など

の支援を実施しています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

育児支援を特に必要とする産後１２か月未満の母子を対象に、市が委託する施設の「宿泊

サービス」と「通所サービス」により、母体のケア及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指

導等を行います。また、「訪問サービス」を新たに実施します。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間延利用／人日） 
130人日  130人日 132人日 131人日 １２７人日 

 宿泊型 85人日 82人日 83人日 82人日 80人日 

 通所型 45人日 38人日 39人日 39人日 ３７人日 

 訪問型 0人日 10人日 10人日 10人日 １０人日 

②確保の内容 130人日  130人日 132人日 131人日 127人日 

 宿泊型 85人日 82人日 83人日 82人日 80人日 

 通所型 45人日 38人日 39人日 39人日 ３７人日 

 訪問型 0人日 10人日 10人日 10人日 １０人日 

※量の見込み算出方法：国の手引きに基づき算出。 
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16 乳児等通園支援事業【新規】 

 

《現状》 

「こども誰でも通園制度」という通称で、令和８年度から全国一律で実施することとなった事

業です。満３歳未満の未就園児に対し、月一定時間の利用可能枠の範囲で、保育等を提供す

る事業です。 

 

《今後の方針・確保方策》 

国の方針に基づき、本市においても実施に向けて体制を整備します。 

 

※本事業は令和７年度のみ地域子ども・子育て支援事業として扱われますが、令和８年度以降は、

新たな給付制度に基づく事業になります。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

①量の見込み 

（年間延利用／人日） 
-  108人  108人 372人 372人 

②確保の内容 -  108人  108人 372人 372人 

※量の見込み算出方法：国の手引きに基づき算出。 

※令和８・９年度は経過措置での実施を想定しています。 
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17 子育て世帯訪問支援事業【新規】 

 

《現状》 

新たに地域子ども・子育て支援事業に位置付けられた事業創設された事業で、家事・子育

て等に対して不安や負担を抱える世帯を、訪問支援員が訪問し、不安や悩みを傾聴するとと

もに、家事・子育て等の支援を実施する事業です。 

ただし、野洲市では「野洲市養育支援ヘルパー派遣事業」として、平成 28 年 10 月から社

会福祉法人等事業所に委託し、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て世帯にヘ

ルパー派遣を行い、家事・子育て等の支援をしています。 

年により利用実績が大きく変動しています。 

 

《今後の方針・確保方策》 

今後も、育児や家事の支援や援助が必要とする家庭へ、ヘルパー派遣を行います。既存事

業との組み合わせを含め、有効な事業のあり方を整理しながら、今後の実施を検討します。 

 

《第三期計画期間の量の見込みと確保方策》 

区分 
第三期計画 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
１０年度 

令和 
１１年度 

① 量の見込み 

（年間養育支援ヘルパー

派遣日（回）数／世帯数） 

20／3 20／3 20／3 20／3 20／3 

② 

確保 

の内容 

実施か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

年間延利用 20日 20日 20日 20日 20日 

※量の見込み算出方法：利用実績に基づき算出。 

 

【参考】 これまでの実績 

（単位：養育支援ヘルパー派遣日（回）数／世帯数） 

第一期計画 第二期計画 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R3 R4 R5 R6 

－ 7／2 22／4 ７／2 12／1 4／1 12／2 2／1 12／2 - 

※令和６年度実績は、本計画策定時未確定のため記載していません。 
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18 児童育成支援拠点事業【新規】 

 

《現状》 

新たに創設された事業で、養育環境等に課題を抱える子どもに対し、居場所となる場を提

供し、多様な支援を行う事業です。 

 

《今後の方針・確保方策》 

既存事業との組み合わせを含め、有効な事業のあり方を整理しながら、今後の実施を検討

します。 

 

19 親子関係形成事業【新規】 

 

《現状》 

新たに創設された事業で、子どもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者

及び子どもに対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等の情報提供、相談及び助言、保護

者同士の交流の場を設ける等の支援を行う事業です。 

 

《今後の方針・確保方策》 

今後の実施を検討します。 

 

 

第５節 教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保 

幼稚園、保育所等においては、小学校との円滑な接続を推進する観点から、幼稚園教育要領、

保育所保育指針等についての理解を深めるとともに、研修や会議等を通じて異なる施設相互の

連携を強化しつつ、小学校就学後を見据えた教育・保育の連続性・一貫性を確保します。 

 

 

第６節 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設等を利用する者が給

付の対象となるためには、子ども・子育て支援法第 30 条の５に規定する「子育てのための施設

等利用給付認定」を受ける必要があります。 

この子育てのための施設等利用給付の実施にあたっては、公正かつ適正な支給の確保ととも

に、給付の適切な実施回数や時期といった給付対象者の利便性等を勘案しつつ、給付を円滑に

行います。 
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第５章 乳幼児保育の推進方針 

 

第４章に定めるとおり、幼児教育・保育施設の需要に対する確保方策を推進します。その一方で、

幼児教育・保育の質の維持・向上にも努める必要があります。 

一人ひとりの子どもに向き合い、信頼関係を確立し、それぞれの発達段階に即した幼児教育・保

育を提供します。そのために、次の取組みを実施します。 

 

１ 乳幼児保育の充実 
 

（１）教育・保育内容の充実 

幼稚園教育要領、保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領に沿って

「野洲市乳幼児保育課程」を見直しながら、各園の教育課程、全体的な計画の策定に活かし、

保育の展開を図ります。遊びや生活といった、直接的、具体的な体験を通して、教育・保育の

基礎を培います。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

1 
「野洲市乳幼児保

育課程」の推進 

幼稚園教育要領、保育所保育指針及び幼保連携型認

定こども園教育・保育要領や、本市の実情を踏まえて

「野洲市乳幼児保育課程」の実践と見直しを行います。 

こども課 

2 
幼児教育・保育内

容の評価 

市内で統一された園評価を実施し、今後の園運営に生

かします。 
こども課 

 

（２）教職員の資質等の向上 

教職員の研修体制を整備し、計画的・組織的な研修を推進します。また、教職員それぞれの

課題を考慮し、研修内容を充実します。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

３ 
指導力向上に向

けた研修 

指導力向上のため、園内研究会・職員研修の充実を図

ります。 
こども課 

※野洲市乳幼児保育振興計画 
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Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

４ 
専門性向上に向

けた研修 

専門性向上のため、教育研究所や滋賀県総合教育セ

ンターでの研修をはじめとする園外研修等への参加を

推進します。 

学務課 

こども課 

5 合同職員研修 
保育園・幼稚園・こども園合同の職員研修の充実を図

ります。 
こども課 

 

（３）人権教育・保育の推進 

乳幼児期に人と関わる力を育むために、様々な人と親しみ、支えあって生活することを学ぶ

機会をつくり、人権尊重の精神の芽生えを育む取組を推進します。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

6 
人権保育・人権教

育訪問 

人権保育・人権教育訪問による公開保育・協議会の充

実を図ります。 
こども課 

7 
人権保育基本方

針の推進 

人権保育基本方針に基づいて、保育園等における保育

を実践します。 
こども課 

 

（４）特別支援教育の推進 

個々の発達特性を正しく理解し適切な保育を提供し、一人ひとりが集団の中で自己発揮で

きるように、特別支援コーディネーターを中心とした園内の体制を整備します。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

８ 関係機関の連携 
発達支援センター・健康福祉センター・学務課をはじめ

とする関係機関との連携を強化します。 
こども課 

９ 
個別指導計画に

関する研修 

個別指導計画の作成・活用に関して研修を行い、推進

します。 
こども課 
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Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

10 
加配保育者の配

置 

加配検討委員会を通して、適性な加配保育者を配置し

ます。 
こども課 

 

 

２ 進学に伴う円滑な移行の支援 
 

就学前から小学校、中学校へと、進学に伴う円滑な移行を図るためには、小・中学校と保育

園等の教育・保育内容について相互の理解を深めることが重要です。その上でそれぞれの役

割を踏まえた連携を強め、一人ひとりの幼児の育ちに応じた円滑な接続を図ります。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

11 
保・幼・小・中の連

携 

保・幼・小・中が、地域の校区部会等で共通したテーマ

をもとに教育の推進を図ります。また、保幼小連絡会や

職員合同の研修会等による連携の強化を図ります。 

学務課 

こども課 

12 
多様な交流の推

進 

５・５交流や体験入学等を通じて、園児・児童の交流を

推進します。 

学務課 

こども課 

 

 

３ 子育て支援の充実 
 

子どもの心身の育ちは、保護者の意識に依存するところが大きく、乳幼児期の保育には家

庭との連携が必要不可欠です。親子が共に育つという視点から、保育園等が地域のセンター

的役割を果たし、家庭や地域の教育力の向上に努めます。また、保護者が子育ての楽しさや

喜びを実感できるような支援を推進します。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

13 
親子の居場所の

確保 

子育て支援センターや園庭開放等を通じ、保護者・子

どもの交流や相談の機会を提供します。 

こども課 

子育て支援センター 
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Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

14 
コミュニティ・スク

ール 

小・中学校と同様に幼稚園に学校運営協議会を設置

し、保護者や地域住民の参画のもとで園運営を行いま

す。また、地域学校協働活動の中で、乳幼児等を対象

に含めた活動を展開することで、子どもたちに地域社

会とのつながりを感じられるように取り組みます。 

生涯学習課 

こども課 

１5 保護者研修会 
保護者研修会の実施により、保護者の学びの場の充実

を図ります。 
こども課 

 

 

４ 幼児教育・保育環境の整備・充実 
 

充実した幼児教育・保育の推進のためには、安心・安全な環境の中で安定した生活が保障

される必要があります。今後も、より豊かな保育環境を整備・充実します。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

16 
幼児教育・保育施

設の適正管理 

子どもに危険が及ばないよう、既存施設・設備の適正

管理を行うとともに、施設の移転や新規開設された施

設に対して、安全性の確認を徹底します。 

こども課 

17 
クラス定員の適正

化 

子どもの健やかな育ちのために、人材確保に努め、施

設の実態を把握しながら、クラス定員の適正化に努め

ます。 

こども課 
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第６章 包括的子育て支援施策 

 

第１節 施策の展開 

基本目標１ 子育てにやさしい環境づくり 

 

（１）多様な保育サービスの充実 

（２）地域での子育て支援体制の充実 

（３）ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

（４）医療・保健等にかかる経済的負担の軽減 

アンケート調査結果にもみられるとおり、子育てにおける経済的な負担感が増大しています。

出産・育児・教育にかかる費用を理由に子どもを産むことを諦めたり、妊産婦や子どもが必要

な医療を受けられないことのないよう、子育て家庭への経済的支援に取り組みます。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

1 

【新規】 

妊婦のための 

支援給付 

旧制度である「出産・子育て応援給付金」に代わり、

妊娠期の経済負担の軽減のため、妊婦のための支

援給付を創設し、妊婦等包括相談支援事業と効果

的に組み合わせることで総合的な支援を行います。 

健康推進課 

2 
不育症治療費 

補助事業 

不育症又はその可能性があると診断された世帯の

医療費負担軽減のため、市が対象とする不育症治

療及び検査に要した費用の一部を補助します。 

健康推進課 

3 

低所得妊婦の 

初回産科受診料

補助事業 

低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図り、必要な

支援につなげるため、妊娠の診断を受けるための初

回産科受診料を助成します。 

健康推進課 

4 
産婦健康診査 

助成事業 

産後うつの予防や新生児への虐待防止等を図るた

め、産婦健康診査を実施し、その費用を助成するこ

とで、産婦が健診を受けやすい体制を整えます。ま

た、産前産後において産科医療機関と連携した切れ

目のない支援を行います。 

健康推進課 

第４章に定めるとおり 
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Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

5 
福祉医療費助成

制度 

すべての子どもが必要な医療を受けられるよう、0

歳から高校生世代までの医療費を助成します。ま

た、ひとり親家庭の子や重度障がい児についても医

療費を助成します。 

保険年金課 

 

（５）関連事業との連携（母子保健 など） 

子育てに不安や悩みを抱えた保護者が孤立することのないよう、妊娠期から子育て期にわ

たる切れ目のない支援を推進するとともに、多様化する相談に対応することで妊産婦とその

家族の不安を軽減し、母子ともに健やかに生活できるよう取り組みます。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

6 
母子健康手帳の

交付 

母子健康手帳は、妊娠、出産、育児に関する一貫し

た健康記録であるとともに、その交付時は、行政と

のはじめてのコンタクトの機会でもあります。母子健

康手帳交付時には、保健師・助産師による面接を行

い、妊娠と乳幼児に関する行政情報、保健・育児情

報をきめ細かに提供しています。 

健康推進課 

7 

訪問指導 

（妊産婦・新生児・

乳幼児） 

母親が最も不安を感じる出産前後、乳幼児期まで

は保健師や助産師が訪問指導を実施し、子どもの

健やかな成長発達が促されるよう、育児支援をしま

す。 

健康推進課 

8 出産準備教室 

両親を対象として、出産・育児を受け止め、夫婦間

での話し合いを促進するために、教室を開催しま

す。 

健康推進課 

9 
妊産婦及び家族

への禁煙支援 

母子健康手帳交付時や訪問時のほか、各種教室の

相談、乳幼児健診などの機会を活用し、タバコの妊

産婦及び家族の健康への影響についての啓発を行

い、同居家族による受動喫煙の防止や禁煙に向け

た取組を推進します。 

健康推進課 

10 

不妊治療に関す

る情報提供や相

談支援 

不妊治療に関する不安や悩みを解消するために、

関係機関と連携して、情報提供や相談支援を行い

ます。 

健康推進課 
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Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

11 
乳幼児健康診査

の推進 

乳幼児の異常の早期発見と疾病予防、また虐待に

つながる不適切な養育環境を把握するため、４か

月、１０か月、１歳半、２歳半、３歳半児に対する定期

健康診査を実施します。また、周知を継続し、受診

率向上に努めます。 

健康推進課 

12 
予防接種事業の

周知 

乳幼児の感染症予防のため、医療機関にて行われ

る Hib、肺炎球菌、四種混合、ＢＣＧ、ＭＲなどの定

期予防接種について、広く情報提供を行います。 

健康推進課 

13 育児相談の充実 

子育ての中で生じる様々な悩みについて、育児相談

を開催します。開催にあたっては、子育て支援センタ

ーなどを中心に、市民にとって少しでも身近な場で

の開催を検討します。 

健康推進課 

子育て支援センター 

14 

小児救急医療体

制に関する情報

の提供 

小児の救急医療が必要となった場合に、どこで診療

が受けられるかの情報を提供し、適切な医療が早期

に受けられるように支援します。 

健康推進課 

15 
かかりつけ医づく

りの推進 

子どもの健康管理、疾病予防に関して相談できる、

かかりつけ医（小児科・歯科）づくりを、乳幼児健康

診査時や各種教室時など、様々な機会を通じて推

進します。 

健康推進課 

１6 

不慮の事故防止

に関する啓発の

推進 

乳幼児期に起こりやすい事故について周知を図り、

不慮の事故を防止するため、乳幼児健康診査時

等、様々な機会を通じて、広報誌や配布物等を活用

して事故防止について啓発します。 

健康推進課 
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基本目標２ 子どもの育ちを支援する環境づくり 
 

（１）乳幼児保育の推進 

 

（２）家庭教育の充実と親としての意識の醸成 

核家族化や地域のつながりの希薄化などにより、家庭や地域における教育力の低下が懸念

されています。母親も父親も周囲の様々な支援を受けながら、子育てを経験することを通じて

成長していくものであり、「親育ち」の過程を支援することが必要です。 

本市では、幼稚園・保育所等において育児や家庭教育に関する保護者研修会や懇談会を

実施しているほか、学校とＰＴＡ等が協力しながら、家庭教育の重要性について啓発を行って

います。 

今後も、幼稚園・保育所等や学校とＰＴＡ等が協力しながら、家庭教育の充実と親としての

意識の醸成を図ります。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

1 

家庭教育に関す

る学習機会や情

報提供の充実 

子どもへの接し方やしつけなど、保護者に育児や家

庭教育に関する知識を得て実践してもらうため、幼

稚園・保育所等、小・中学校と連携しながら、研修会

や講座等の学習機会や情報提供の充実に努めま

す。また、ＰＴＡや保護者会の活動を中心に、様々な

機会を通じて、家庭教育の重要性を啓発します。 

【野洲市教育振興基本計画】 

生涯学習課 

こども課 

 

 

（３）地域における学習の推進 

子どもたちにとっては、家庭や学校での教育だけでなく、放課後や休日等の余暇時間を有

効に活用し、地域住民との交流や、文化・スポーツ・レクリエーション活動、環境保全活動等の

多様な体験を通じて豊かな心を育んでいくことが大切です。 

本市では、子ども会やスポーツ少年団等の活動支援とともに、図書館や各学区に整備され

ているコミュニティセンターにおいて、多様な体験活動や交流活動を実施するほか、市立小・

中学校の体育施設を開放することで、身近にスポーツに親しめる環境づくりに努めています。 

今後も、地域の特色を活かした多様な体験活動や地域住民との交流活動について、地域住

民と協働で推進します。 

  

第５章に定めるとおり 
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Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

2 

子ども会活動、 

青少年団体活動

等への支援 

多様な年齢の子どもが交流を図り、成長する場とし

て、子ども会やスポーツ少年団、青少年団体等の活

動支援を行うとともに、活動内容の周知等に取り組

みます。【野洲市教育振興基本計画】 

生涯学習課 

文化スポーツ振興課 

3 
図書館活動の 

充実 

子どもにわかりやすく魅力的な書架づくりに努める

とともに、WEB 予約や予約本受取ボックス、移動図

書館等、利便性の高い利用方法の PRを行います。 

また、地域に出向いての絵本の読み聞かせや学校・

園との連携を図るなど、本に親しめる環境づくりを

進めます。【野洲市子どもの読書活動推進計画】 

野洲図書館 

4 
ブックスタート 

事業 

４か月児健診時に、乳児のときから身近な人が絵本

を読み聞かせすることの大切さを啓発するため、読

み聞かせを実演し、絵本をプレゼントします。 

野洲図書館 

5 

コミュニティセン

ターを活用した交

流活動の充実 

子どもの地域での学びや活動を推進するため、各学

区に整備されているコミュニティセンターにおいて、

様々な体験活動や世代を超えた地域住民との交流

活動、環境などの学習活動を行う教室を地域住民と

協働で開催します。【野洲市教育振興基本計画】 

協働推進課 

生涯学習課 

6 
学校体育施設の

開放 

子どもをはじめ市民の心身の健全な発達を図るた

め、市内小・中学校の体育施設（運動場、体育館等）

を一般に開放し、地域のスポーツ活動を促進しま

す。【野洲市教育振興基本計画】 

文化スポーツ振興課 

7 
環境に関する 

啓発の推進 

びわ湖から里山の自然環境を生かしたイベントを市

民協働で実施し、子どもを対象に自然環境に関する

体験学習を実施します。【野洲市環境基本計画】 

環境課 

8 

郷土の歴史・文化

とふれあう機会の

提供 

豊かな歴史と文化遺産を展示紹介するとともに、家

族ぐるみで学べる場の提供など、子どもが郷土の歴

史・文化に親しみを持って学習できる機会の提供を

図ります。 

野洲市歴史民俗博物館 

 

  



69 

（４）命に関する教育の充実 

思春期は、一生のうちでも身体面、精神面の発達や変化が著しい時期であり、この時期の

体や心の健康の問題が、生涯の健康に大きな影響を及ぼします。そのため関係機関が連携し、

命に関する教育の充実を図ることが、子どもの健全育成のために重要になってきます。 

本市では、発達段階に応じた性に関する指導のほか、守山野洲少年センターや守山警察署

と連携し薬物乱用防止教室の開催とともに、小中学生を対象とした非行防止教室を開催して

います。また、青少年育成市民会議、守山野洲少年センターや守山警察署等の関係機関と連

携し、子どもたちの見守りや街頭啓発活動を実施しています。（野洲市人権センター内に守山

野洲少年センターの「やすサテライト」を開設しました。） 

今後も、性に関する指導の推進とともに、喫煙・飲酒・薬物に関する教育や学童期・思春期

における心の問題について、学校や関係機関と連携を密にして必要な取組を推進します。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

９ 
性に関する指導

の推進 

各年齢に応じて、生命・育児の尊さに関すること、性

や感染症に関することなどについて、正しい知識の

普及啓発を図ります。特に中高生に対する早期の啓

発や相談を推進します。また、専門的な視野で指導

できる人材を外部講師として活用し、学習内容の充

実を図ります。 

学務課 

10 

喫煙・飲酒・薬物

乱用防止教育の

推進 

警察や少年センターなど関係機関と連携しながら喫

煙・飲酒・薬物乱用などの防止について子どもへの

指導と市民への啓発を行います。 

学務課 

生涯学習課 

11 
学童期・思春期の

保健対策の充実 

思春期の保健対策、特にメンタルヘルス対策につい

て、関係機関と連携しながら、相談支援等体制を充

実します。 

学務課 
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（５）子どもの遊び場の充実 

アンケート調査において、子どもの遊び場に対して保護者の不満が高いことから、本市の子

育て環境の改善における重要な課題であることがわかっています。 

本市では、子どもの安全な遊び場を確保するため、幼稚園や保育所等においては園庭開放

を行い、未就園児や園児に安全な遊び場を提供しているほか、都市公園等の遊具等について

定期的な安全点検を行うとともに、日常の維持管理については、地域の参画を得ながら行う

ことで、安全性の確保に努めています。また都市の緑化を推進するため、みどりの基本計画に

基づき、持続可能な身近な都市公園等の充実を図っています。 

今後も、安全で安心して遊べる場の確保を図るほか、必要に応じて新たな遊び場の確保を

検討します。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

12 
遊び場の確保・ 

整備 

施設管理や危機管理対策に配慮しつつ、公園、子育

て支援センター、保育所等や幼稚園、小・中学校等

の遊具や体育施設の保守点検と修繕を行います。

また、新たな公園の整備についても、土地利用の状

況を勘案しながら、検討を進めます。 

【野洲市都市計画マスタープラン、 

野洲市みどりの基本計画】 

こども課 

学務課 

都市計画課 

子育て支援センター 

 

 

（６）子どもの安全の確保 

子どもの安全を脅かすものの中で、犯罪被害や交通事故、災害等については、一人ひとり

の日ごろの心がけや地域の協力・助けあいによって被害を抑えることのできるものがあります。 

本市では、不審者が発見された場合、幼稚園や保育所、学校等と連携し、市のメール配信

サービスを登録された方に加え、小中学校では保護者連絡ツール（tetoru）で不審者情報を

配信しています。また、幼稚園や保育所、学校等において、不審者対応の避難訓練や引渡し

訓練によって保護者に対する啓発を行うほか、スクールガードリーダーを講師に招いた防犯

安全指導を実施しています。 

また、施設や設備面に関しても、防犯カメラやインターホン、緊急通報システムを順次設置し

ています。 

さらに、近年、インターネットを通じたいじめや有害サイトが問題となっていることを踏まえて、

携帯電話・スマートフォン等にかかるフィルタリングやマナー、ルールに関する学習の機会を設

けています。 

今後も、良好な治安確保や地域の防犯力向上のため、幼稚園や保育所、学校等における定

期的な訓練や教室等開催の継続のほか、保護者や関係者との安全管理への意識の共有、設

備面の維持管理や啓発活動を実施します。 
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Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

13 
子どもの防犯 

意識の醸成 

保育所等や幼稚園、小・中学校において、被害防止

教室などの防犯講習を充実し、子どもの防犯意識の

醸成を図ります。特に、インターネット等の問題につ

いては、保護者も含め意識の醸成に努めます。 

【野洲市教育振興基本計画】 

こども課 

学務課 

14 
こどもＳＯＳ 

ホーム 

子どもの安全を守るため、保護者・地域と連携協力

し、子どもが外で危険な目にあったときに助けを求

めることができる家「こどもＳＯＳホーム」の設置を進

めます。【野洲市教育振興基本計画】 

学務課 

生涯学習課 

こども課 

危機管理課 

15 防犯体制の強化 

地域での子どもの安全を確保するため、保護者、地

域住民、学校、警察等が連携・協力し、防犯活動や

見守り活動等を推進します。また、防犯灯など市内

の防犯設備の強化にも努めます。 

危機管理課 

学務課 

16 

園や学校の安全

管理に関する取

組の徹底 

保育所等や幼稚園、学校、学童保育所において、犯

罪などから子どもを守るため、緊急通報システムの

整備や登校(園)後の閉門、防災・防犯訓練の実施

など、安全対策を徹底します。 

【野洲市教育振興基本計画】 

こども課 

学務課 

17 
交通安全教育の

推進 

子どもを交通事故から守るため、子どもだけではな

く、保護者に対しても交通安全意識の向上を図りま

す。また、あわせて防犯意識についても喚起できる

ような内容となるよう工夫を行います。 

【野洲市交通安全計画】 

危機管理課 

こども課 

学務課 

 

 

（７）関連計画との連携 

【教育振興計画】 

就学前では、基本的な生活習慣の形成や社会性の育成を、学校教育では、子どもの発

達段階に応じて一人ひとりの特性を活かしながら「生き抜く力」を育てることが大切です。 

このような考えのもと、本市は、野洲市教育大綱において「愛と輝きのある教育のまち・

野洲 ～一人ひとりが大切にされ、おとなも子どもも学びあうひとづくり・まちづくり～」を

基本理念として、『子どもの「生き抜く力」を育てます。』、『子どもの「育ち」を支援します。』、

『だれでもどこでも学びあえるまちをつくります。』の３つの基本目標を設定しています。そ

して、教育大綱の基本理念の具現化のために、野洲市教育振興基本計画を策定していま

す。 
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また、人権学習プランに基づく人権教育の実践とともに、子どもたちや保護者が環境問

題に関心を持ち、リサイクル活動や清掃活動に参加する取組や機会の提供のほか、国際

理解の推進を図るなど、様々な教育事業を展開しています。 

今後も、子どもの育ちを支援し、生きる力を育むために、本市がこれまでも取り組んでき

た人権教育や環境教育、国際理解教育等の充実を図ります。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

18 人権教育の推進 

市の基本方針に基づき子どもたち一人ひとりが人権

感覚を磨き、様々な差別をなくす実践力を身につけ

るよう、有効な教材・プログラムの作成や指導方法

の改善に継続して取り組みます。 

【野洲市教育振興基本計画】 

こども課 

学務課 

人権施策推進課 

19 環境教育の充実 

子どもが環境問題に関心を持ち、環境への取組が

日常生活に根づくよう、各校・園において、地域清掃

やごみの分別やリサイクル活動、県の「ごみゼロの

日」など、市や学校・園としての取組を進めます。 

こども課 

学務課 

20 
男女平等教育の

推進 

固定化された性別役割分担意識をなくし、性差にと

らわれない教育を就学前から進めます。 

【野洲市男女共同参画行動計画】 

こども課 

人権施策推進課 

21 
国際理解教育の

推進 

外国人とともに生きていく資質や能力を育成し、国

際社会に適応できる人材を養成するため、諸外国

の歴史や文化などについての正しい理解を図る学

習機会を設けるとともに、小学校での外国語活動の

充実を図ります。就学前においても、他文化との交

流の機会を設け、国際理解の推進を図ります。 

【野洲市教育振興基本計画】 

こども課 

学務課 

22 福祉教育の推進 

小・中学校の児童生徒の福祉意識の高揚を図るた

め、福祉体験活動や施設訪問等を教育活動に位置

づけ、福祉教育を推進します。 

学務課 

23 情報教育の推進 

情報化社会に対応した人材を育成するため、学校

教育を通じて、情報モラルをはじめ、コンピュータの

基本操作、インターネットを活用した情報収集・活用

方法等の教育を進めます。 

【野洲市教育振興基本計画】 

学務課 
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【食育推進計画】 

「食」は、私たちの生活の基本となるものであり、健康で心豊かな暮らしを実現する上で、

重要な役割を担っています。健全な食生活を日々実践し、おいしく楽しく食べることは、健

やかなからだをつくり、豊かな心を育みます。 

本市においては「野洲市食育推進計画（第４次）」を策定しており、市民一人ひとりが食

への感謝の気持ちを深め、食に関する知識と選択する力を身につけることを目的に、生活

習慣病予防や地産地消を推奨するための様々な取組を展開しています。 

今後も、こうした食育の推進により、健康的な生活習慣を育み、自らの心身の健康を守

り、人生を心豊かに生きることができる人を育むことを目指します。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

24 食育の推進 

「食」を健全な生活と育ちの基本と捉え、日々の生活

習慣や食べ方の基本などを幼児期から身につけら

れるよう、取り組みます。【野洲市食育推進計画】 

健康推進課 
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基本目標３ すべての子どもが健やかに暮らせる環境づくり 

 

（１）ひとり親家庭への支援 

ひとり親家庭は、経済的にも精神的にも課題を抱えていることが懸念され、子どもの健やか

な成長を阻害されることがないよう、支援を行う必要があります。 

本市では、母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の生活全般に関わる相談支援を行って

います。さらに、ひとり親家庭の自立した生活の実現に向け、母子・父子自立支援プログラム

策定員とハローワーク等関係機関が連携した就職支援や、母子家庭等高等職業訓練促進給

付金事業等の経済的支援を実施しています。 

今後も、ひとり親家庭の自立を支援するため、子育てや生活支援、就業支援、経済的支援

に関わる事業を総合的に展開します。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

1 

ひとり親家庭の 

相談・交流事業の

充実 

ひとり親家庭の抱える様々な悩みに対して、一人ひ

とりに寄り添った丁寧な相談支援ができるよう、母

子父子自立支援員や母子父子自立支援プログラム

策定員等による相談の充実を図ります。 

また、ひとり親家庭の交流の場の提供に努めます。 

子育て家庭支援課 

2 
ひとり親家庭への

経済的支援 

児童扶養手当の支給や、母子父子家庭に対する貸

付、高等職業訓練受講に伴う生活資金の支給のほ

か、所得により保育所等・学童保育所保育料に対し

ての軽減を図っています。また、医療費に対する助

成など、ひとり親家庭に対して経済的支援を継続し

ます。 

子育て家庭支援課 

こども課 

保険年金課 

 

 

（２）いじめ、不登校、問題行動への対応の充実 

いじめは、子どもの人権の重大な侵害であり、その解決のためには学校が一丸となって対

応することはもとより、関係機関や保護者、地域とも積極的に連携し、社会の総力を結集し、

根絶に取り組むことが必要です。 

本市においては、「野洲市いじめ防止等対策条例」、「野洲市いじめ防止基本方針」を策定

しており、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することとしています。 

また、いじめだけでなく、不登校や問題行動等、子どもの後の成長に影を落とす懸念のある

ものに対しての対応が求められます。 

本市のふれあい教育相談センターでは、こころの教育相談として、不登校やいじめ、友だち

関係等の学校生活の悩み、子育てや親子関係に関する悩み、その他、子どもの教育に関する

ことについて、本人や保護者の相談や問題解消への援助を行っており、継続したカウンセリン
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グの実施とともに、学校や関係機関との緊密な連携により、相談者の不安や悩みの解決に向

けた支援を行っています。 

さらに、適応指導教室を設けて、学校に行けない子、行きにくい子の居場所をつくり、自発

的に活動できるように側面から援助しています。 

そして、野洲市青少年育成市民会議を中心に、地域ぐるみによる子どもの健全育成を図る

ため、学校教職員・保護者・学区青少年育成会議及び各種団体とともに協議し、守山野洲少

年センターや守山警察署とも連携した活動を展開しています。 

今後も、いじめや不登校等について、児童生徒一人ひとりの状況に応じて適切な対応がで

きるよう、学校や保護者・関係機関との連携を強化し、相談機能の充実につなげていくほか、

青少年の問題行動への対応を図るための取組を推進します。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

3 
こころの教育相談

事業の充実 

不登校やいじめ等についての悩みを持つ児童とそ

の保護者に対して、ふれあい教育相談センターのカ

ウンセラーによる面接や電話による相談を実施して

います。学校をはじめ関係機関と連携し、個々の課

題の解決にむけ、相談体制の充実を図ります。 

【野洲市教育振興基本計画】 

ふれあい教育相談センター 

4 

適応指導教室 

教育支援ルーム

訪問型教育支援

事業の充実 

学校に行けない、行きにくい児童生徒の居場所とな

り、学びを保障し、将来の社会的自立につなげると

ともに、学校をはじめ関係機関と連携し指導体制の

充実を図ります。 

【野洲市教育振興基本計画】 

ふれあい教育相談センター 

5 
青少年健全育成

事業の推進 

青少年の問題行動や非行防止等への対応を図るた

め、学校、家庭、地域、関係機関との連携を強化し、

啓発活動に取り組みます。青少年健全育成活動の

重要性や活動内容について、「少年センターだより」

「青少年育成市民会議広報誌」等の配布により啓発

に努めます。【野洲市教育振興基本計画】 

生涯学習課 
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（３）子どもの権利の尊重 

平成元年に国連で採択され、平成６年に国内批准された「児童の権利に関する条約」（「子

どもの権利条約」）では、すべての子どもは、性別や出身、障がいの有無等でいかなる差別も

受けることなく、自分のことについて自由に意見を述べるなどの権利が保障されています。ま

た、令和５年に施行された「こども基本法」も、同条約の趣旨を基本とした内容となっています。 

近年、わが国では、虐待、いじめ、差別、貧困等、子どもの人権を侵害する事件・問題が起

こる頻度が高まっています。とりわけ虐待に関しては、相談対応件数が年々増加傾向であり、

子どもの権利を守るためには、地域全体で取り組むべき重要課題といえます。 

本市では、児童虐待防止の取組として「要保護児童対策地域協議会」を設置し、中央子ど

も家庭相談センターや民生委員・児童委員、医療機関、警察、庁内関係機関等が連携し虐待

の予防対策と早期発見・早期対応に取り組んでいます。 

また、子どもの人権や権利を守る市民意識を高めるため、子どもの権利条約について児童

福祉月間等を活用し市民に広報しています。さらに、子どもの意見発表の場や青少年育成市

民会議の活動を通して、子どもの意見聴取を行っています。 

今後も、母子保健事業との連携を通じて、児童虐待等リスクの高い家庭の早期発見・早期

支援を図り、関係機関が連携した対応を行います。児童虐待防止に関する研修やキャンペー

ン等により、虐待、特にネグレクトに該当する行為（自宅や車内への放置等）の防止の普及啓

発を図ります。さらに、令和６年度より「子ども家庭センター」を設置し、児童福祉と母子保健の

一体的な運用を図りながら、すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に切れ目ない支

援を行うとともに、関係機関と連携しながら支援体制の強化を図っています。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

6 

要保護児童対策

地域協議会の機

能強化 

虐待の未然防止・早期発見・早期対応を図るため、

関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会の

機能強化を図るとともに、市民への啓発にも取り組

みます。 

家庭児童相談室 

7 
「子どもの権利条

約」の普及・啓発 

児童福祉月間や児童虐待防止推進月間等を活用

し、「子どもの権利条約」の趣旨について広報・啓発

活動に努め、子どもの人権が尊重される社会を目指

します。 

家庭児童相談室 

8 
差別をなくす教

育・保育の実施 

差別をなくす実践のできる児童生徒の育成に向け

て、人権同和教育に携わる保育所等、幼稚園、小学

校、中学校の教職員の人権意識を高めるとともに、

保・幼・小・中と一貫した教育を推進します。 

人事課 

こども課 

学務課 

人権施策推進課 

9 
子どもの意見発

表の機会の提供 

「はつらつ野洲っ子中学生広場」や「はつらつ野洲っ

子育成フォーラム」など、子どもの意見を聞く場を設

け、今後のまちづくりに活用します。 

【野洲市教育振興基本計画】 

生涯学習課 
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Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

10 

市内在住・在勤の

外国籍家庭への

支援 

市内の行政機関における通訳や翻訳を通した生活

支援等に取り組みます。さらに、必要に応じて、翻訳

アプリの提供や外国語支援員の配置に努めます。 

企画調整課 

学務課 

 

 

（４）関連計画（野洲市障がい児福祉計画）との連携 

障がいのある子どもが個性を発揮しながら生きがいある人生を送るためには、子ども及び

その家族に対して、効果的な発達支援や教育を切れ目なく提供することが必要不可欠です。 

本市の障がい者基本計画は、「誰もがともに地域で生きいきと暮らすことができるまち」を

基本理念とし、障がい児支援に関する取組みを記載しています。障がい児が地域や学校でラ

イフステージに応じた切れ目のない支援を受けることのできる環境整備や、障がいの早期発

見・早期支援、インクルーシブ教育の理念を踏まえた支援体制の構築などが盛り込まれていま

す。 

今後も、子ども一人ひとりの個性に応じた特別支援教育の実施とともに、発達支援に関わ

る通所又は訪問による事業の充実、医療的ケア児への対応や子どもの居場所づくりに加えて、

各種手当や給付の支給継続を図ります。 

 

Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

11 特別支援教育 

支援の必要のある子どもを、保育所等や幼稚園、

小・中学校において安心して保育・教育が受けられ

るよう、保育士や幼稚園教諭等の加配により支援体

制の充実を図っています。一人ひとりのニーズ応じ

た保育・教育を提供します。 

学務課 

こども課 

12 

児童発達支援事

業（療育教室）の

充実 

心身の発達に障がい又はその疑いのある乳幼児と

その保護者に対して、相談並びに日常生活における

基本的な動作の指導、知識、技能の付与、集団適応

訓練等の療育支援の充実を図ります。 

【野洲市障がい者基本計画】 

発達支援センター 

13 
ことばの教室の 

充実 

ことばに障がいのある児童に対して、個々に応じた

相談及び指導を行い、言語上の課題に対し、園・学

校及び関係機関と連携を取りながら支援の充実を

図ります。 

発達支援センター 
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Ｎｏ 主な事業 内容 担当課等 

14 
おやこ教室の 

充実 

乳幼児健診後、経過観察やスクリーニングが必要な

未就園児とその保護者を対象に、育児不安の解消

を図り、子どもの健全育成の支援の充実を図りま

す。 

発達支援センター 

15 
保育所等訪問支

援の実施 

障がいのある児童（疑いを含む）に対して、集団生

活に適応できるよう、保育園や幼稚園等に訪問し、

本人や保護者、園に対して専門的な支援を行いま

す。【野洲市障がい者基本計画】 

発達支援センター 

16 
巡回発達相談の

実施 

心理判定員が保育所等や幼稚園、小・中学校等へ

訪問して、発達相談（発達検査及び保護者相談）を

行い、個々の発達課題等を明らかにし、保護者・家

族や支援者の理解を促進します。また、本人に適し

た育児や保育・教育、日常生活の手立て等をともに

考え、本人の適応に向け支援を行います。 

発達支援センター 

17 

障がいのある子

どもの居場所づく

りの促進 

放課後や夏休み等の長期休暇中において「放課後

等デイサービス事業」、日中の見守りなどの支援とし

て「日中一時支援事業」など、現行の事業を中心とし

て、障がいのある子どもの居場所づくりの促進を図

ります。また、利用者増加を考慮し、障がい福祉サー

ビスや放課後児童クラブとの一層の連携を図りま

す。【野洲市障がい者基本計画】 

障がい福祉課 

18 

障がいのある子

どものいる家庭へ

の福祉手当等の

給付・支給 

障がいのある子どもを育てている家庭の生活基盤

の安定を図るため、各種手当の支給や医療費の助

成等を行うとともに、制度の維持に向けた見直しを

適宜実施します。 

障がい福祉課 
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第２節 計画の推進体制 

１ 計画の推進にあたっての役割分担 

各施策の推進については、関連する事業を所管する担当課等において取り組みます。また、

幼児教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業については、こども課が中心となり、毎年度、

進捗状況を把握します。 

 

計画の推進体制 

役割 事業 担当課・関係機関 

①担当課等による事業の実施  

 

子ども・子育て支援に関連す

る事業をそれぞれ所管する担

当課等において取り組みます。 

第３章第３節「施策体系」に基

づき、各基本目標における施

策の方向性において取り組む

事業 

⬧ こども課  

⬧ 担当課等 

②事業計画進捗状況の評価と 

公表等  

 

計画の進捗状況を定期的に

公表するとともに、関係団体等

から意見聴取を行い、施策へ

の反映を図ります。 

事業計画進捗状況の評価と

公表等 

⬧ こども課 

⬧ 野洲市子育て支援会議 

 

２ 進行管理 

第三期計画の策定に向けて、学識経験者、子育ての当事者や支援者、保育・教育関係者等

から構成される「野洲市子育て支援会議」において議論を行いました。 

本会議は、子ども・子育て支援施策の総合的・計画的な推進に関して必要な事項や施策の

実施状況を調査審議する場に位置づけられています。 

そのため、計画策定後も「野洲市子育て支援会議」において、年度計画の進捗状況を把握

し、点検・評価を行うことにより、ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理を行います。 

  



80 

資料編 

第１節 野洲市子育て支援会議条例 

平成 25年 6月 28日 

条例第 25号 

(設置) 

第 1条 子ども・子育て支援法(平成 24年法律第 65号。次条において「法」という。)第 72条第 1項

の規定に基づき、野洲市子育て支援会議(以下「子育て支援会議」という。)を置く。 

(令 5条例 9・一部改正) 

(所掌事務) 

第 2条 子育て支援会議は、法第 72条第 1項各号に掲げる事務を処理する。 

(令 5条例 9・一部改正) 

(組織) 

第 3条 子育て支援会議は、委員 15人以内で構成する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 子どもの保護者 

(2) 子育て支援に係る当事者 

(3) 子育て支援に関し学識経験のある者 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

(任期) 

第 4条 委員の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。 

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(特別委員) 

第 5条 子育て支援会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くこと

ができる。 

2 特別委員は、市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 

(報酬の額等) 

第 6条 委員の報酬の額、支給方法等は、野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例(平成 16年野洲市条例第 48号)に定めるところによる。 

(委任) 

第 7条 この条例に定めるもののほか、子育て支援会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

付則 

この条例は、公布の日から施行する。 

付則(令和 5年条例第 9号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。 
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第２節 計画策定の経過 

本計画策定の経過は、次のとおりです。 

 

実施時期 実施事項 主な議事・概要 

令
和
５
年
度 

８月２８日 
第１回野洲市 

子育て支援会議 

⚫ 第三期野洲市子ども・子育て支援事業計画の策定
に向けて 

１０月２７日 
第２回野洲市 

子育て支援会議 

⚫ 第三期野洲市子ども・子育て支援事業計画の策定
に向けたアンケート調査について 

１２月７日 
～ 

１２月２７日 

野洲市子ども・子
育て支援に関する
アンケート調査 

⚫ 市内在住の就学前児童 1,000人及び小学校児童
1,000人の保護者を対象にアンケート調査を実施 

⚫ 就学前児童の有効回収数４５０（49.3%） 
⚫ 小学校児童の有効回収数４８２（46.4%） 

令
和
６
年
度 

６月１１日 
第１回野洲市 

子育て支援会議 

⚫ 第三期野洲市子ども・子育て支援事業計画（構成
案）について 

⚫ 野洲市子ども・子育て支援に関するアンケート調
査結果について 

１１月６日 
第２回野洲市 

子育て支援会議 

⚫ 第三期野洲市子ども・子育て支援事業計画の素案
について 

２月１２日 
第３回野洲市 

子育て支援会議 

⚫ パブリックコメント結果について 
⚫ 第三期野洲市子ども・子育て支援事業計画（案）に

ついて 
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第３節 野洲市子育て支援会議委員名簿 

 

【令和５年度】 

区分 氏名 所属 

１号委員 

保護者 

１ 麻原 英里子 野洲市保育所保護者連絡協議会 

２ 大田 悦子 野洲市ＰＴＡ連絡協議会（幼稚園保護者） 

３ 北浦 健一郎 野洲市ＰＴＡ連絡協議会（小学校保護者） 

４ 鈴木 健 野洲市ＰＴＡ連絡協議会（小学校保護者） 

５ 南 愛 学童保育所連絡協議会 

２号委員 

子育て支援事
業当事者 

６ 佐藤 満 民間保育園 園長会 

７ 水谷 威彦 野洲市社会福祉協議会 

３号委員 

学識経験者 
８ 三上 佳子 学識経験者 

４号委員 

市長が必要 

と認める者 

９ 浦谷 ふみ子 野洲市民生委員児童委員協議会 

10 小濵 玲子 野洲市立小学校 校長会 

11 

小島 章愛 

（第１回会議） 

高橋 裕美 

（第２回会議） 

野洲工業会（事業者：村田製作所） 
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【令和６年度】 

区分 氏名 所属 

１号委員 

保護者 

１ 岡本 悟志 野洲市保育所保護者連絡協議会 

２ 小林 裕美 野洲市ＰＴＡ連絡協議会（幼稚園保護者） 

３ 戸倉 千尋 野洲市ＰＴＡ連絡協議会（小学校保護者） 

４ 長谷部 佳代 学童保育所連絡協議会 

２号委員 

子育て支援事
業当事者 

５ 樋口 久次 民間保育園 園長会 

６ 水谷 威彦 野洲市社会福祉協議会 

３号委員 

学識経験者 
７ 松村 郁子 学識経験者 

４号委員 

市長が必要 

と認める者 

８ 滋埜 有里子 野洲市民生委員児童委員協議会 

９ 小濵 玲子 野洲市立小学校 校長会 

10 高橋 裕美 野洲工業会（事業者：村田製作所） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三期野洲市子ども・子育て支援事業計画 

（令和７年度～令和 11 年度） 

令和７年●月 

野洲市 健康福祉部 こども家庭局こども課 

〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原 2100 番地１ 

電話 077-587-6052 FAX 077-586-2176 


